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1

)

ダ
丨
の
i

i

と
同
じ
I

る
。
t

.ム
ぺ
I

f
は
.

『

十
大
経
済
学
者』

(

邦
訳
一
八
七
頁)

に
お
い
て
、
パ
レ
，
ト
が
こ
の
？

つ 

>
て
も
矛
唆
を
：あ
た
え
た
と
考
え
て
い
る
が
、
明
白
.な
事
実
と
は
思
わ
れ
な
、，。

.

,

'シ

M

”
、ヵ
^

^
は

：
一
つ
は
集
団
的
置
を
改
善
す
る
変
化
、
他
は
損
失
者
か
ら
利
得
者
へ
の
価
値
移
転
で
あ
る
。
前
者
は
.こ
の
基
準
を
適
用
で 

:

る
力
■後
者
f
個
人
間
の
効
用
比
較
を
否
定
す
る
か
ぎ
'り
、'
•不
可
能
で
あ
る
。
ど
こ
に
倫
理
的
問
題
が
入
り
こ
 ̂

:

解
散
修
道
院
の
土
地
処
分

.:

.

■ 

.

—

特̂
に
デ
ヴ
ォ
ン
シ
■ャ
の
場
合一

I 
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一
 
今

.

.
：
：
.：
.. 

' 

関 

0 
'

夫

.封
建
的
土
地
所
有
の
解
体
は
、
.独
立
自
営
農
民
層
の
成
立
'と
分
解
の
強
度
に
比
例
し
て
進
行
し
.
、
：
.
一
方
に
.お
い
.て
、
.農
業
に
お
け
る
萌
芽
的
な 

資
本=

賃
労
働
関
係
を
創
出
^
、.

\「

他
方
に
：お
v>
て
、
地
主
.
=小
作
_
係
を
成
立
せ
-u
め
■た
：。ハ
資
本
主
義
の
正
常
な
.る
.発
展
過
程
は
前
者
の
う
ち
に
：
 

み
ら
.れ
、
後
渚
は
.農
民
層
分
解
の
裡
.に
出
現
し
た
*
裕
農
民
€>'

1
1

ル

.

#
4於
»'
で
。ぁ
り
、.
前
者
へ
：の
膨
*'
.
外
^>
.於
齋
で
ぁ
る
。
例
ぇ
ば
、
農 

民
層
に
ょ
る
小
囲
い
：込
み
：'9
.
.ル.ジ
；ョ
ヮ
的
発
展)

.が
：進
展
し
^

.

(

歴
史
的
対
応
形
®

が
急
速
'
 

に
進
め
む
れ
て
い
た
こ
と

は

、

こ
れ
を
裏
書
き
す
る
で
，あ
ろ
う
。
従
.
.
'
つ
て
、■■
'
•ィ
ギ
リ
ス
一
六
世
紀
前
半
の
土
地
制
度
を
.j 

に
地
主
"
小
作
関 

係
と
考
え
る
こ
と
.は
で
ぎ
な
い
。.そ
の
事
情
は
、
当
然
、
：当
時
の
強
力
に
i
る
財
産
.の
再
配
分
過
程
.に
反
映
し
て
い
：る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
弋
表 

的
事
例
と
し
て
、
第
一
.次
囲
い
込
み
運
動
、
'修
道
院
財
産
の
姐
分
が
あ
げ
ら
れ
る
。
本
稿
..に
お
.い
：て
.は
、.：そ
の
う
ち
、
修
道
院
財
産
の
処
分
を
と 

り
あ
げ
、'
そ
れ
.が
、.：

以
上
述
べ
た
資
本
主
義
の
：発
展
過
程
に
、
.ど
の
：よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を
検
討
せ
ん
と
す
る
ネ
の
で
あ
る
。：
,■

一
玉
三
六
年
お
ょ
び
'—
五
：一一.

1

九
年
の
：再
度
に
わ
た
る
修
道
院
の
解
散
の
原
因
は
修
道
院
の
道
歡
的
腐
敗
で
は
な
か
つ
た
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
ロ 

解
散
修
道
院
の
土
地
処
分
.

:

四
三
i

g
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:
(

注
1) 

四
四(

1孟
四)

実
で
あ
り
、
,真
の
原
因
は
絶
対
篇
1

5〉

廣

；ァ

王

朝

た

。

す

な

わ

ち

.、 

.膨

大

な

y

領
s

f

売
却
f

る
財
源
の
確
f

同
I

的であつナし

-
が̂
っ
て
没
収
せ
ら
れ
た
修
道
院
領
が「

王
室
増
加
収
入
庁」

CCourte of'Thaugmentatfof the Kinges 

c
r
i
e
o
を
遺
し
て

売
却
さ
れ
i

s

期
._

譲

与

地

の

論

値

字

分

の

，
一

を

袈

^

封
建
的
S

義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
：，.し
が
タ 

.
ポ
ン
ド
1

2

變
限
ら
れ
、

後
、;
|

八
年
ま
で
に
5

 

0、'.
ー：ー

害

和
しV

.

て
も
、，
大
量
の
土
地
が
売
却
さ
れ
ね
ば
な
ら
I

I

I

ラ
f

t

う
器
に
.は
盛
り
切
れ
な
1

部
I

 

■
代
的
中
央
繼
的
国
憲
.

豐

て
.

y

た
め
S

I

れ
I

■

あ 

.と

.

I
で
：、本
稿
の
|

咪
、：|

の
様
忆
じ
て
実
I

I

修
道
院
獲
^

な
る
社
会
的
結
f

l

ら
し
S

S

い
う
ご
と
の
検
討
に
I

,
そ
こ
で
、
：I

I

問
S

つ
い
：て
め
今
日
の
研
究
段
階
を
，一
一
瞥
し
i
 

く
こ
と
に
し
よ
う
。
す

で

に

小

松

富

岡

次

郎

氏

、
"川
本
宏
夫
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
サ
ヴ(

1
シ
リ
リ
グ(

レ注パ)

の
イ
ン
グ
ラ
ン 

ド
全
体
に
わ
た
る
研
究
、お
よ
び
ホ
ジ
ト
、
ユ
ゥ
イ
ン
グ
ズ
の
地
方
史
的
研
究
が
こ
の
点
に
.関
す
る
研
究
の
主
t

の
で
あ
る
，
こ
れ
ら
は
大
体
に 

お
い
て
、
直
接
被
譲
与
者
の
分
析
で
あ
る
。
ユ
ゥ
イ
ン
グ
ズ
の
研
究
は
後
に
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
に
し
て
、
サ
ヴ
ィ
ン
、リ
リ

グ
レ
ン
、
ホ
ジ
ト
 

そ
の
他
の
研
究
か
ら
結
果
だ
好
を
要
約
す
れ
ば
次
の
ご
と
く
で
I

。
⑴
、.
譲
与
の
初
期
.

(

一

着

に

は

廷

臣

、

国
王
役

人

、

国
王
召 

使
、
貴
族
等
の
王
室
関
係
者
に
対
す
る
學(

赠
与
..
交
換
•
売
却)

ぶ
多
い
。
増
加
収
入
庁
役
人
に
対
す
I

与
は
時
期
に
関
係
な
い
。
土
地
中 

買
人
や
ロ
ン
ド
ン
商
人
@

す
る
譲
与
は
ほ
と

ん

I

一
 

五
：璧
年
以
降
で
あ
る
。
⑵
、
以
上
の
被
譲
与
者
の
多
く
が
転

売

(

代
理
人
と
し

て

の

転 

売
•
投
機
的
転
売)

し
て
い
る
。
⑶
、
売
却
価
格
は
公
式
に
は
土
地
の
評
価
年
価
値
の
ニ
〇
倍
で
.あ
つ
た
が
、
貴
族
•
匿

•
役
人
グ

レ
I

プ
ま
勿

論
、
産
業
家
、

ジ
：.ェ
ン
.ト
ル
マ
シ
に
対
す
る
譲
与
も
平
均
す
る
.と
そ
れ
以
下
の
倍
率
で
行
众
わ
.れ
て
い
る
。
(4
)
、
被
譲
与
者
中
、：
い
わ
ゆ
る
■「

ジ

H

ン
ト
ル
マ
ン」

'に
対
す
る
譲
与
の
.比
率
が
最
高
で
あ
.っ
た
。
ョ
ー

■マ
ン
も
少
数
で
は
あ
る
が
譲
与
さ
れ
た
。

3丨

マ
シ
の
內
に
は
修
道
院
領
の
.

購
入
に
よ
っ
て
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
た
る
地
位
を
確
実
に
し
、
ョ
ー
マ
ン
か
ら
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
.に
上
昇
す
る
者
も
少
な
く
な
か
呀
1̂)

。

そ
こ
で
問
題
はv

⑵
.の
譲
与
の
直
接
名
義
人
が
最
終
的
な
土
地
受
取
人
で
：は
な
い
と
い
ぅ
点
で
あ
る
。「

サ
ヴ

ィ

ン

や
リ

リ
グ

レ

ン

の
研
究
を

菡
礎
に
し
て
お
こ
な
わ
れ
允
購
入
者
の
社
会
的
性
格
に
関
す
る
一
般
化
は
再
考
さ
れ
る
必
要
が
^

^」

の
で
あ
る
。
⑷
で
い
わ
れ
て
い
る
様
.な
こ

と
、が
更
に
緻
密
に
実
証
さ
れ
：ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
ぅ
。
そ
こ
で
、
，以
上
.の
ご
と
き
研
究
成
果
を
継
承
し
つ
つ
、

こ
の
点
に
焦
点
を
：合
せ
な
が

ら
、
デ
ヴ
ォ
ン
シ
ャ
に
お
け
：る
修
道
院
領
処
分
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

.

(

注
1)

ョ
ー
ク
シ
ャ
に
派
遣
さ
れ
た
巡
察
使
ト

マ

ス

•
レ

イ(Thomas L
e
g
h
)

の
ク
ロ
ム

ゥH

ル(Thomas 

C
r
o
m
w
e
l
l
)

に
対
す
る
次
の
報
告
書
を
参

照
0「

照
下
は
幾
多
の
改
革
す
ベ
き
事
柄
を
見
聞
致
さ
れ
る
で
ご

ざ

い

ま

し

ょ

ぅ
。
国
王
陛
下
に
お
か
れ
ま

し

ヤ

も

、

そ
れ
を
.御
覧
く
だ
さ
れ
ば
p'
i
^'
't
'
^'

さ
れ
る
と
と
と
存
じ
ま
す
。

」
Thomas Wright, The Chapters of Letters relating to the 

Suppression 

of 

Monasteries, 

Camden, 

Society, 

100
4
3
, 

p. 9
6
.
(

傍
点
筆
者) 

.,

(

注
2) 

J, K
,
H
,
M
0
0i

n
,

 F. A.. Gasquet 

等
の
一
部
の
学
者
を
除
け
ば
、

P R Elton, H. J. .Habakkuk. 

G. A. J.. Hodgett, 

D. 

Knowles, 

s. B. Liliegren, 0
.
>
M
a
r
t
i
,

 T.' M. p
a
r
k
e
j

>
• Savine, H. M. Smith, J..A. Youings 

等
多
,<
の
学
者
の
と
る
説
で
あ
る
。
こ
の
内
：で
本
稿 

作
製
に
当
り
参
照
で
き
.た
，の
は
、
0. R. E
l
t
o
n
,

Hl
h
e Reformationin England 
パ N

e
w

 Camb. M
o
d
e
m

 History, Vol.2, pp.. 

2261250, 

1958, 

H
.

闩
,Ha

b
a
k
k
&
,

 rThe Market for Monastic Property, 1539-1603

パ
&
0
.
i
r，^
2
& 

series- vol..X. 

n
p 3,

1
9
5
00
, D. 

Knowles, The 

Beliglous. orders in England,: vol.3,1959,. 

0
. 

A.. Marti,. Economic causes., of Reformation in 

England, 

1929, 

T
.

g
，

. 

Parker, 

The 

•English. 
R
eM»
o
n
n:&
o
n
 .to 1558' 1952,'A.. Sa vine, .English-Monasteries .on'the

'
E
v
e
-'
-
o
f
.
.

.the-Dissolution'inoxford studies'inl Social and 

'ぐ Leĝ
al History,

a
, by p. vinogradc

:^.vol. .I'oxford, 

1909,. H
,
M
'
:
s

:3ith,, Henry 

i
v日
.

and ...the, reformation, .1962,. J.'A.. Youingrs> 

D
s
o
n

 Monastic. Land: 

Calender of

. 

Particulars for Grants. 15361155

00, ...Devon. 

&
. 

Cornwall, Rec'soc. n
e
w

 series'VOL I, 1955,

等
で 

あ
る
。
小
松
芳
喬
-,
修
道
偏
解
澈
と
農
業
革
命
”「

補
論
、
解
散
修
道
院
顧
の
土
地
姐
分」

，(

同
氏
著
：「

イ
ギ
.リ
.ス
農
業
革
命
の
，研
究」

、所
収)

、
川
本
宏
夫 

•

「

ベ
ば
ー
八
世
の
修
谨
院
解
散
>
そ
の
財
產
^
分
ヒ
'0
:い
:て」

バ
阕
西
学
院
史
？

ン¥)

"、ヾ
：
§
岡
^
郎
:'
'
'
'

「

イ
ギ
リ
ス
絶
対
主
義
と
：修
道
院
解
散j.

(『

人
文
学 

報』

：X V
京
都
人
文
科
学
研
究
所)

も
同
様
で
あ
る
。V:J 

V
Jでパ
.ァ
ヵ
'ァ
の
.い
ぅ
^
と
ろ
を
引
用
し
で
お
'<
-
と
、こ
ぅ
で
あ
る
。'
.

「

ク
ロ
：ム
ゥH..

ル
.ほ
ど
、修
道
院

:
解
散
修
道
院
の
土
地
.処
分 

f 

四
五
.(

I

五
：五)

：



命
3 陳 W _ 闲 浒 屈 ）缔 ㈩ 画 甜 婢 沣 珊

m

丨 h h 浒 i ㈩ 取 萍  

, M  瑯  ^  .
4  阓 溜 ^ 海 回 m

s 姆 乂 甜 敔 鄉 淹 > • 癸 > • 抑 辦 说 拚 / 苹 渐 哳 殲

1 1 1 1 1 1 CO 1 CO 0> lî  00 I t o
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Vた
，
碧
卷
ノ
の
咐
帯
義
務
は
相
続
上
納
金
だ
け
で
封
建
的
付
帯
義
務
か
ら
逃
れ
て
い
る
。
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i

l

l

 

Sド
秦

I
1
9
5
4
:
富
岡
氏
、
齓
掲
論
文
八
四
丨
八
八
瓦
参
照
。
裏

^
 

I

 of 

D

l
 

of 

ジ

頁

_

一
郎
ィ
キ
リ
i

史
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
叢

の

前

掲

論

文

に

H

i

 

I
 

f
 

I

 

f

 

es in l
a
n
d
.

直
接
参
照
で
き
な
か
つ
た
が
、
小
松
氏
•
贏

氏

(

? l
t

£

2

^

s

^
i l
? l
_

l l
_

l l
! f
^
: 

^

i

-

l

s

け
、.
増
加
収
入
I

は
一
七
四
個
I

I

聽

舰

讓

_

! !
1

!.
1

|
顯

1 1
1

_

1 |
麵

 

I



B 考

被 譲 与 者
变 払 額  

年 価 値

年 価 磁

~ x§ r ~

宗 教 団 体 0 . 0 8 ―

世 ..俗 ' . m 体 6

貴 - 族 3 . 3 4 2 0

廷 m 9 7 5

国 . 王 役 人 1 0 . 1 1 0 9

王 室 増 加 収 入 庁 役 人 1 3  ' 1 5 3

新 法 廷 A ニ 1 5 ': : . ; / 6 5

国 王 召 使 9 , 6 7 1

法 律 家 1 3 . 3 7 1

医 師 1 7 . 2 4 5

書 記

ヨ * • . . . マ ン .

I  1 3 . 3 2 6

產 業 家

. ..

1 6 . 3 7 0

不 .
■ . 明 1 5 . 3 3 9 ~ 4 4

.■
!

-

.

.
:

•
.

'.
.
.
ノ
 

一
 

- 

f ノ

.
繊j

数
-
;r
.

i

,4 2
0

: 7
5

1 0
9

1 5
3

;6 5
71
!

:7
1
-

'

，

，
7 0

;4
4

V
 

:ip

倍
率
で
売
却
し
：た
の
に
、£

四
五
年
に
ベロゥとブログジ'

ゥムの一

一
名
に
対
し
、.！ハ

.

:
-

/
■>
:

-.
:

;
5
^
^

3
.
^
- 

- 

•■.
.
.
•
-
.
6

 

3
-
-
2
^
.

 

-
3 
.
3
3
 

'

.

場
合
が
压

御̂
に
多
く

そ
.の
他
は
概
し
て
王
室
関
係
者
が
多
い
こ
と
が
分
る
。

A
丧
こ 

-

0

0

 

d

 

6
 

3
 

9
 

^

 

^

 

 ̂

 ̂

.お
い
て
庄
倒
的
#.
数
を
占
め
る
不
明
者
と
い
う
の
は
ナ
イ
ト

•

エ
ス
ク
ヮ
ィ
ァ
•ジヱノ

家 

L

 

I

.

'

g

/
与

団

団

，：

：
役」
§
廷
：召
:

.

'

.マ

•
人
々
.で
あ
る
そ
う
す
る
と
、
ジ
.エ
ン
ト
ル
，マ
ン
層
は
少
な
く
：と
も
全
修
道
院
年
偭

値
の 

爽
.

.：

晰
.
.

維

.

.

業
.

四
分
のT

を
譲
与
さ
れ
た
も
の
と
い
.え
る

。
，

い
ま
、囊
団
体
•

世

俗

団

体

を

除

^

ン

教
俗
，

王

■

法

王

：

>.
.
.

.
室
関
係
役
人
•医
師
•法
律
家
.>
產
業
家
の
中
で
ジ
5

ト
ル
マ
シ
.層
に
属
す
る
者

を

考

® 

被.
：
宗
世
貴
廷
国
碟
新
国
法
装
書

a
産
：下

.す
れ
は
半
分
以
上
が
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
層
に
対
す
る
讓
与
と
言
え
よ
う
。
ポ
ジ
ト
は
リ 

r
r

マ
x
i
, 

~

.
1

1

-

ン

ヵ
ン
シ
ャ
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
、「

修
道
院
財
産
，の
割
譲
は
、'
ヵ

ン

ト

リ
.
ジ

ェ
ン

u

 V
t

 

L

k

n

.多
く—

の
も
の
は
シ
エ
ン
ト
リ
の
歹

I

し
た」

'
 

と
い
う
。
I

f

 p. 

cit., 

p
,
9
5
.

小
松
氏
前
掲

書
三 

一
ニ
頁

弓 

J 

w
. 

H. Ta

自ey. The A
B
m
n

 Problem in the Sixteenth c
e
n
t
u
m

(

1

;

H

u

,
 

o
p
,

,
 p. 380.

こ
の
見
解
は K

n
l
s
,

 o
p
'
c
i
t
.

や A. G. D
i
c
k
l

 

T
h
o
m
a
s

 Cromwell a
nd 

the English 

I

n
 

L
o
n
f

 .
1
9
5
9

に
お
い
て
既
に
承
認
を
受
け
て
い
る
。
小
松
氏
前
掲
書
至
，ニ
丨
屋L

頁
。
 

a 

f
o
r
m
a
l

■
二
、
 

. 

.

テ
ゥ
ォ
ン
、ゾ
ャ
は
従
来
開
放
耕
地
制
度
が
お
こ
な

.わ
れ
て
い
な
い
地
域
と
考
え
ら
れ
て
&

、
今
日
の
研
究
成
果
に
ょII)

孤
立
農
家
を
も 

っ
た
づ

祠(the h
a
l

 and the i
l
e
d

 f
a
i
t
e
a
d
)

以
外
に
相
当
の
広
さ
を
も
っ
た
有
核
村
落
I

I

 

I

 

s

i

t
 

s

f

 

)

、
従
っ
c
 

開
放
耕
地
制
度
の
行
わ
れ
る
村
落
が
存
在
し
た
こ
と
が
讓
さ
れ
て(I

ザ
ホ
ス
キ
ン
ス
に
よII)

デ
ヴ
ォ
ン
シ
ヤ
で
上
ハ
六
〇
年

か

ら

六
M

で
の
間
に
村
落
が
出
現
し
、
開
放
耕
地
の
景
観
が
蒙
ら
れ
た
。：
そ
れ
以
後「

二
つ
の
大
囲
い
込
み
時
代」
f
 

I
 I

 

I

!

 

p
e
l
)

を
経
て
こ
の
間
に
数
一
〇
万
ニ
丨
ヵ
丨
の
荒
蕪
地
が
開
墾
さ
れ
た
。「

一|

つ
の
大
囲
い
込
み
時
代」

の
内
、
前
の
方
の
時
期(

一
二
〇
五 

年
丄
三
四
八
年)

に
塵
さ
れ
た
荒
燕
地
の
三
分
の
ニ
は
森
林
I

.
た
。
t

て
こ
の
間
に
.数
千
の
新
し
い
定
住
地
と
、
古
く
か
^

を
分
割
し
て
造
ら
れ
た
定
住
地
が
創
出
さ
れ
た
。：
f

シ
シ
ャ
の
_

の

四

分

.の

囊

d

(

⑶

墾
に
携
っ
た
の
は
、
主
と
し
て
自
由
農
民(

I

)

で
ぁ
っ
た
。
こ
の
自
由
農
民
の
数
は
、
西
部
高
地
に
多

く

、

東
部
低
地
に
少

な

か

っ

た

I

誉

の

領

|

麗

S

I

て
、
既

崖

I

I

外
圃
I

集
約
的
i

す
る
た
め
、
t

を
占
有
し
家
I

」 

0
っ
外
圃
は
、
耕
作
さ
れ
て
い
な
い
場
合
_

:
借
地
農
に
放
牧
が
許
さ
れ
て
い
た
が
、
領

主

の

髪

蓄

て
そ

こ

を

耕
作
し
て
ょ
い
こ
と
に 

を

め

：

こ

の

f

こ

と

が

で

|

。
.

1農
民
は
外
_
に
お
け
る
粗
放
的
I

世
紀
の
末
ま
で
に
は
、

小
囲
い
込
み
地
の
中
で
、
個
'々

の

產

言

^
 

f

全
擇
放
-
地
ょ
り
も
相
当
多
か
っ
た
に
相
違
な
い」

と

い

わ

れ

る

。

物

i

た
だ
、
一
i

入
る
I

 

り
き
っ
C
見

？
 

耕

作

を

_

場
摩
足
ら
れ
る
と
い
ぅ
動
き
が
、■.前
I

言

り
合
っ
て
現
わ
れ
て
き
た
の
：が
注
目
さ
れ
る
ぐ
ら
い
か
.も
の
で
缝
。
一
，
' 

:
' 

' 
ニ

'

現

大

■

み

時

代

へ

篇

っ

パ

3

ょ
る
|

|

|

る
。
.、一.六
世
紀
の
中
頃
I

I

I

み
地
が
.1

割
合
I

、.囲
い
込 

g 

1

1

1

ほ

〇

。ハ

丨

セ

ン

ト

弱

で

ぁ

っ

ぎ

.
こ

の時
の
囲
い
込
み
は
、
'
S

摸
な
従
来
の
耕
地
I

続
ず
る
荒
蕪
地
の
.

I

固
V

I
を

中

を

；そ
の
外
側
に
.お
け
る
小
墨
農
I

る
小
囊
な
，囲

い

筆

^

^

^

^

こ̂
の
I

は
、
I

高
地
で

四
九(

一

五
九)



:

;■
■
.
. 

五
〇
.(

一

六
〇) 

,ば
：ー：九
世
紀
ま
で
続
け
ら
れ
る
。
そ
.の
：内
"
.前
考
.の
方
0'
囲
，い
込
み
.'の：実 ̂

肥
沃
さ
と

(

注
23)

:土
地
と
水
か
ら
な
る
あ
ら
ゆ
る
自
然
の
恵
の
祝
福
を
受
げ
な
が
ら
農
場
で
ま
、ど
ろ
ん
で
ぎ
た」

：人
.々
、
：す
な
わ
.ち
旧
家
の
ジ
ェ
：ン
h

y

で
は
、
：も

. 

. 

. 

.

.

. 

.

...
.■
.
' 

. 

/
. 

.

.

.
 

.

.

I

ん
な
か
っ
た
。
.こ
の
様
な
人
々
.が
昼
間
は
I

興
じ
、丧
ほ
杯
を
片
手
I

幸

い

る

そ

の

旧
き
家
名
は
跡
I

 

I
旧
き
農
場
は

新
興
の
企
業
的
な
家
族
の
手
べ
ど
移
っ
で
い
っ
た
。：.，こ
れ
を
ホ
ス
キ
ゾ
，ス
は「

改
革
0.
精
神」

?.
6
3
1
}
1
1
1

汁
0
£ improvem

かnt
)

を
も
っ
た「

賢
本
を

.(

注?4〕

有
す
る
企
業
的
土
地
所
有
者」

(

es-
e
r
ps-
i
^

」

6
w
n
e
r

 with :capiial)>:

と
呼
ん
で
い
る
。
へ
更
に
.ホ
ス
キ
ン
ス
は
彼
等
に
つ
い
て
次
の
様
に
述
べ
て
い 

る
。「

举
ダ
ー
ス
■ぼ
ど
の
；痩
.せ
.た
.小
農
.場
な
ど
'で
.は
な
：く
、
一
 

ダ
ト
ス
も
の
マ
ナ
ァ
と
五
十
も
百
も
の
：農
場
を
.所
有
す
る
大
領
丰
家
族
が
居
た
。
 

f

五
五
〇
年
か
ら
一
八
〇
〇
年
の
間
に
、デ
ヴ
ォ
ン
シ
ャ
ぢ
景
観
に
大
き
な
変
化
を
も
た
,̂
u
fe
ゆ
は
、こ
.の
様
な
人
々
，で

知

J
.

と
。
こ
の
人 

々
の
_
営
的
$
礎
が
ど
の
よ
ぅ
な
も
の
で
あ
?:
た
か
、
、出
自
い
が
ん
等
の
細
目
は
明
^
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、ど
%'
-
か
く
、：ー.六
世
紀
後
半
以
降 

公
ァ
ヴ
ホ
ン
'シ
'ャ
の
農
業
変
革
は
、：：こ
の
富
裕
紅
豳
業
的
ジ
ェ
：ン
ト
U

に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
彼
等
は
一
三
世
紀
の
あ
の

} 

(

主

6) 

(

ま

7) 

(

•土
8
,

囲
い
込
み
運
動
の
担
い
手
へ
の
後
裔
で
あ
り
、
，ー.五
世
紀
の

_後
半

.にジ
ェ
ン
ト
リ
に
の
じ
あ
が
：^
地
主
と
な

”

.
農
民
層
の
ブ
ル

.ジ
ョ
ヮ

.
gM̂2 

を
摘
み
と
り
つ
つ
マ
農
業
S

け
る
産
I

本
へ
.

1
牝
し
：で
い.

|者
で
あ
|

考
克
^
 ̂

.

.

以
上
を
概
括
1>
:
て
お
こ
ぅ
。
修
道
院
解
散
時
に
ぉ
い
て
、

州
の
全
面
積
-の
-*

ー
〇
パ
I
セ
.ン
へ
ト
強
.の
荒
蕪
地
を
除
く
と
，
す
べ
：て
囲
い
込
み
地
で 

あ
っ
た
。
ほ
ぼ
こ
の
こ
ろ
を
境
に
じ
.て
、

一一'.一一•
'四
世
紀
以
降
二
度
目
の
著
しi.'

囲
い
込
み
'が
：お
：こ
な
1
«

こ
れ
を
推
進
し
た
人
々
は
主
に
企 

業
的
ジ
ェ
ン
ト
リ
で
あ
っ
た
。

.
、
：
 

. 

V

以
上
の
事
情
を
踏
ま
え
て
、
'以
下
の
節
に
お
.い
て
修
道
院
解
散
と
そ
の
'土
地
処
分
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
.に
し
よ
ぅ
■ °

.

(

注
12) 

w
. L. Gray, English feld system 

巻
頭
の
地
図
，お
よ
び
亡

资 
s

 

P

R
 g
s
.

o
rwin. The open M

d
s
,

 p. 6
1
.

参
照
。

(

注

13) 

w
.

 G. H
O
S
K
n
s
,

HIhe Reclamation of the Waste in Devonshire 
1
5
5
0
1
1
8
0
0
-
V
J
^
Pfe
s.^.XIn/l~2, 1943, PP.

OO0-92, 

do. 

*
H
h
e 

Making of 

f
>
g
y
p
3.
a
n
 Landscape- 

(w, 
p Hoskins &

 H. R

 R.snberg, Devonshire Studies .1951, pp. 2

009—333)
，
H. p. 

R. 

Fin- 

berg, Tavistock Abbey, A

 Study in the Social and Economic History of Devon 1951 c
h
.

«do. 

:
T
h(D
'
o
s
y 

S-Devore 

s
o
w
,

1

0
.
- 

&
• 

I

I

 

 ̂

f

 
V
o
.
. 

O
F
;
. 

I

 

(

注
16) 

Ibid., p
.

s
，

(

注
17) 

Hoskins 

Finberg, op. 

c
irp. 322.

(

注 

B) 

Ibid., 

p. 

2S4, pp. 

3
2
£
.

 

.

(

注
19)

 

Ibid.，
p. 

3
2
3
,

(

注
20) 

Finberg, op. 

c
i
rp

CJ
lto
,

(

注
21) 

Hoskins, op. 

c
i
r
p
.

00
4

.

(

注
22) 

Hcskins &

 Finberg, op. 

c
i
r

pp. 3
2
5
1
3
3
a

(

注
23) 

Hoskins, op. 

c
i
r
p

oo
CJ
l
'

(

注
24) 

Ibid., pp; S4-S5.

(

注
25) 

Ibid., 

P
.00
5
.

(

注
、
、

)

。2

述
.

の
人
I

f

!

ト
リ
ィ

i

れ
る
人

々(

？

ィ
“
せ
？
v

t

yh v
u

a

よ
へ
1

大
土
地
所
有
者
も
極
め
て
少
な
く
、
一

 

四
八
五
年
か
ら
一
九
一
四
年
の
四
世
紀
半
の
間
、

「

大
ジH

ン
'ト
リ 

:

り
”
政
治
的
r

l

も4
;

力

口

:

:
ィ

ゅ

1

巧
土
地
所
有
者
の
ぅ
ち
、
抜
ん
で
て
最
も
多
数
で
ぁ
り
、
著
し
く
目
立
っ
て
ぉ 

I

 

o

t

 

f

 

-

 

!

 
0,
 

^

 

a

r

 

,

 

I

 の
i

 

I

;

?

 

I

 

a

 

r

 

“

8 2
ノ

)

I w
l

i
、
w

&

l
 

opk.,_pp. 259

丨260 

の"
A

 f
a
m
e
'
s

 Lease 
プ
の
指
摘
を
参
照
。

;-
2
行
^

^

H

面
初
頭
に
み
ら
れ
た
農
民
に
よ
る
小
襲
な
囲
い
込
み
を
み
よ
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
萌
芽
的
な
も
の
で
ば
あ
る
。
椎

盡

，「

イ
ド 

.

ノ
 

^

'

お
け
る
農
業
問
題(

下)」
(『

社

会

経

済

史

学

』

第
二
ー
ー
卷
第
一
号

)

三

五

丨

四

ニ

頁

產

。

 

.

I日
.

に
|2
も
の

| ^
| ?
れ

の

^ |
巧

^
^ 1
1 1
“

' 7》

| ^
| ^
“
1

(

こ
れ
は
一
五
世
：紀
以
来
の
羊
毛
工
業
の
発
展

I

I

ほ

s

h

業
！
^
速
な
興
f

り
、
デ
f

 

i

l

l

l
が

馨

t

l

l

.

f
 

lt.,pp. 9
l

.

テ
ウ
オ
ン
‘シ
ヤ
に
お
け
る
毛
織
物H

業
の
震
に
つ
い
て
は
、
，
角
山
栄「

デK

を
 

解
散
修
道
院
の
土
地
処
分

五i 

-
a

六1)



第 . . 一 : 3*

番号 日 付 被魏与者名 身 分 魏与地年偭値 備 考
15 3 6 .11 .9 H enry E xeter 後 £ 8. d. 1538年公権喪失により没収 

cf. G . 15
1537. 9. 4 A rth u r

P lantagenet Lisle
子 爵 137 9 l i

11.6 Thomas
W riothesley

Southampton 伯 1538年， 1556年,王の  French  
Secreta ry  Thomas de Soule- 
.mont に，g-entleman Nieho- 
las Soulemont ■_ から . Wood- 
b ury  の esquire, George 
H aydoriへ二回転売

1538. 3. 9 W illiam  Lord 
Howard

146 5 5

5.29 John Wallop ブライヴイ•チアン 

バアのジェントルマ 

ン

12.19

1539. 7. 4

Chiarles Suffork  公 1542年に転売

John Russell Bedford 伯 940 詳神は本文はおいて扱5が， 1541 
年 に D u n k e sw e llの土地と， 

C o rw ordマナアを他州の土地と 

交換に，王室に戾し，その土地が 

他者に讃与されていることを指摘 

しておく，cf. G. 68,85,94,124
1540. 2. 5 Richard Duke 玉室増加収入庁評議 

会員
1543年に転売

2.11 S ir Thomas 
Dennis of 
Holcombe Burnell

ナイト廷臣 彼は譲夸■された S h e rb o rn e大 

修 道 院 （Dorset) の在宜

3. 4 John Ridgeway 
of N ewton Abbot,

エスクワイブ

(C o rn w a ll王領地 

管理人〉

23 4 2 彼は法律家でE x e t e r市長の息
子 ..'.'.•

11

12

3 .10

3 .16

Roger B lu ett of 
Holcombe Roe^us

ナイト 28 18 7

S ir  Thomaa 
Dennis

ナイト廷臣 17 9 9

13 3.22 John G renville 守衛官 13 2 11
14 4.29 Thomas Carew. 

of Bickleigh
王室関係者，1541年，E x e te r商 

.人 G riffith Am ereclith に転

売

15 John M enyfee  
of London

3 0

16 6.23 Richard Pollard 王領地総検査官 42 17 10
17 6.25 S ir Thomas' 

l)enn!s
ナイト廷臣 1540年 7 月，1555.年にその一部を 

転売

18 7.12 Francis Knolles ナイト廷臣， 1540 年 9 月 John Giles of 
Totnes, m erchant に転売
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デ
.ヴ
.ォ
シ
シ
ヤ
の
修
道
院
解
散
は
一
五
三
六
年
か
ら
一
五
四
五
年
に
か
け
て
実
施
さ
れ
、
没
収
さ
れ
た
修
道
院
領
の
総
年
価
値
は
六
七
四
〇
ポ

-

(

注
30)

. 

• 

•

ン
ド
に
の
ぼ
っ
た
。

我
々
は
先
ず
、
タ
ヴ
ィ
ス
ト
ッ
ク
修
道
院
.，：

(Tavistock).

及
び
エ
ク
ゼ
タ
ア(Exeter)

の
修
道
院
に
つ
い
て
解
散
の
具
体
的
な
事
情
を
一
瞥
し 

よ

ぅ

。

(

注
31) 

■ 

•

タ
ヴ
ィ

ス—

ッ
ク

修
道
院
.
.
.

_
「

教
会
財
産
查
定
録J. (valor Ecclesiasticus)

に
依
れ
ば
、
タ
ヴ
ィ

ス

ト

ッ

ク

修
道
院
は
、
年
間
総

収

入

九

三 

一
ボ
ン
ド
四
。へ
ン
ス
八
分
の
一
の
大
修
道
院
で
あ
っ
た
が
ら
、

一
五
‘三
九
年
の
大
修
道
院
解
散
の
際
に
、
二
十
人
の
修
道
士
は
修
道
院
放
棄
の
証 

書
に
層
名
•
捺
印
さ
せ
ら
れ
た
。.
修
道
院
.に
属
す
る
金
.
銀•
宝
石
が
ち
り
ば
め
ら
れ
た
装
飾
具
*
屋
根
の
鉛
板
‘
鏡•

衣
装
等
が
た
だ
ち
に
売 

却
さ
れ
た
。
修
道
院
の
大
部
分
は
四
力

月

後
に
、「

西
部
地
方
裁
判
所」

a

I

 

の
長
官
に
庄
命
さ
れ
た
ジ
ョ

ン

•
ラ

ッ

セ

ル

グ
ヲ
ン
ト(

注
33)

(John f
e
u
)

に
譲
与
さ
れ
た
。
.総
額
一
〇
五
〇
ポ
ン
ド
で
、
.デ
ヴ
ォ
ゾ
シ

ア
最
大
の
被
譲
与
者
.と
な

っ

：
た
。
_
道
院
長
は
年
額 

ー.
0〇
ポ
ン
ド 

の
年
金
.を
受
け
'
他
の
修
道
士
も
年
功
に
応
じ
て
年
金
を
受
け
た
。

(

注34)

エ
ク

ゼ

タ
ア
-

-

-
エ
タ
ゼ
タ
ア
で
は
一
五
三
六
年
の
法
令
に
よ
っ
て
セ
ン
ト
• 

ニ
コ
ラ
ス
修
道
院(St. 

Nicholas)(
一

五
三
六
年)

と
ポ
ル
ス

ロ
女
子
修
道
院(POMOe)，(

一
 

.五

.三
八
年)

が
解
散
さ
れ
、
修
道
院
長
に
ぱ
年
ー
1〇
ポ
ン
ド

、
女

子

修
道
院
長
に
は
年

三
〇
ポ
ン

ド

の
年

金

が

、
修
道 

士
に
も
各
々
年
金
が
与
え
ら
れ
た
。
セ
ン
ト
.
ニ

コ

ラ

ス

修
道
院
は
そ
の
建
物
を
ヱ
ク

ス

ブ

リ

ッ

ジ(Exebridge)

の
！
^
s
l
f
* v
r

(

一
 

五
三
九



第 一 表 の つ づ き (2)

稀号 日 付 被嬢与者名 身 分 譲与地年価植- '傅  考 ：

19 1540. 9 .27 John Cleyk and 
his successors

Bath 及び W ells
の司教

■ . ■.- . : 」 ..バ.

20

21

12. 23 John Southcott 
of Bovey Tracy

70 7 ' 1541年 1 月に release

1 5 4 1 .2 .17 John Peers 王室の the Check 
の 書 記 ’

19 7 10-̂ ■ - . ニ....ぐ. . : :  
. ..

22 3 .15 Anthony H arvey  
of Haywood

Lord Russell <o 
代理人

5 15 2

23 5. 23 Canterbury  
C athedralの参事会

24 5.26 S ir Richard 
G renville of 
Bideford

35 3 6丄2 王 室 関 拓 者 ,
• . '  ベ ..へ

；■
25 1542. 3 .10 Katherine,

'vido'v of John  
6ham pernor of 
Modbury 
John Ridgeway 
of ISFewton Abbot 
W a lte r Sm yth  
of Totnes

ニ … 7 :

24 2 3 1542年 3 月1 1日 fc'Katherine .と .. 
R idgew ay.がパア_トナアの 

S m y th に転売/ S m y th がその 

一部処分, それを Edward V I  
が団体に譲与

26 3 .29 S ir Richard 
W illiams alias 
Crom well

29 19 2| 8 ブ月の内 1̂ S ir  Rich科*d 
P o lla rd へ転売

27 4 .27 A nthony H arvey Lord R u s s e l lの： 8 13 5
: : 1 ふ ；

28 6. 7 Thomas
(Crammer)

カンタべリイ司寒

: \
パ ......V - ' . . .

29 6 .17 Richard Andrews 
of Hailes, Glouc. 
Leonard 
Chamberlain of 
Woodstock,
Oxen.

68 '1 8 1542年 6 月転売

へ : . . . : . ' . : ‘， ぐ .. パ...： _ ■. ；  ̂ , ■；

30 8 .15
二 ， y ° f

商人 14 0 0 <

31 11 .13 Bristol Cathedral
の参祺会

1 4  9  |

'：• -

32 1543. 3.16 Humphrey 
Colles of Borton, 
Som,

エスクワイア. ' 34 19 10^ 2 1543年 3 月20—21日に H u l lと 
S ir  Hugh Pollard of K ing’s 
N ym torn 及び Anthony  
A c la n d へ耗竟, H u l lの死後

彼の分が転売さる

33 6 .10 John S t. Leg*er 国王召使 156 18 2| 後 fこ S ir  Hugh Pollard に転

売

第 一 表 の つ づ き ⑶

m * 日 付 被辍か者名 身 分 譲与地年価値 備 考

34 1543, 7. 3 W a lte r Sm yth  
of Totes

商人 27 11 4-

35
7' 4 Richard A ndrew  

Nicholas Temple
124 0 19 年内に.ロンドンの絹商人を含む三 

人へ転売

36 7. 8 Richard Save ry  
of Totnes

商人 20 0 0

37 7 .18 John and Williarr 
Giles of Totnes

i 商人 46 16 8
— - - . _

38 7 .18 Richard Duke 増加収入庁書記 21 8 3
39 8. 3 H enry Dennis 1 1 1 5  0 3 週間目に転売

40 8. 6 Richard P ark er  
of Tavistock

ェスタワイア ’ 66 3 9-r 1543年11月に三人に転売

41 8 .26 Thomas Goodwin 
of P lym tree  and 
Lofidon

エ ル マ ン

56 8 4玉2 すぐに転売

42 1544. 2.22 Thomas Gale of 
Dartmouth

5 3 5 -  2

43 4.29 John de V ere O xford 伯 363 6 8 -
44 5 .23 John Baker 

Edmond Daniel へ,

31 9 91 すぐに二人に転売

45

46

6.11 S ir  John F ulford  
of Dunsford 
Humphrey Colles 
of Barton

ェスタワイア 

.'エスクワイア

135 5 9丄 1544年 6 月の内に三人に一部転売， 

一■年 後 C o lle sがー部転売

6.14 Georg*e Haydon 
of Woodbury 
and London 
Hugh Studey of 
AfTeton

スクワイア

13 15 8 Haydon, 1545年 1 月 Thomas 
Hunt, draper and alderman  
of E x e t e rに転売

. . . ふ .

47

48

7 . 1 Edmund .W alter 1 3 4
8; . 6 George Rolles of 

Stevenstone  
George Haydon

37. 5 9 多くの農民，都市の小商人等に転 

売，詳細は本文参照

49 ' 8 .17 W illiam  R ig g s  
Leonard Brown

38 9 i  2

50 8 .19 S ir  Philip and 
A rth u r  Champer- 
non of Modbury

1 1 1 7  4丢2 1549年 5 月 4 日森林をあるョーマ 

ンと農民に売却し，一年後，譲与 

地を. Inner Temple の 

steward, John Slanning に

転売
51 8.20 Richard

B rokylsbye o f ,
G lentw orth
Lincs.
John Dyon of 
Lincs.

8 巧44年10月，1547年に転売

五
西X

I

六
四)
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a
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第 一 表 の つ づ き （5) .

番号 日 付 被敦与者名 身 分 • 諛与地年価値 備 考

66 1545. 7-10 George 
Loosemore of 
T iverton  
John Strangm an  
of W interborne . 
M artin, Dorset

22 9 74
. . . - — — —

67 9 . 1 John Gaverock 
of Newton Abbot

30 15 3

68 9. 5 John Bourchier 
of Bath

伯爵 60 12 3音

69 9. 9 Jam es Coffin, 
Thomas Goodwin ジェントルマン

投槔栗者

18 18 2

70 9 .21 John Slanning* Inner Temple の 28 17 11

71 9 .22 Elizabeth of Bath 
S ir  Thomas 
D arcy of Essex

伯爵夫人

ブライヴィ•チヤン 

バアのジェントルマ 

ン

299 3 5金 15妨年 6 月30日に一部を他の土地 

と引替に王と交換，1553年 5 月16 
日に残りの土地を王に売却

72 9.28 George Rolle of 
Stevenstone 
Nicholas Adams 
of Combe, 
Dartmouth

ェスタワイア 

ジェントルマン

70 14 5 * すぐに土地を二人で分割し， 

R o lle は土地の人々や借地農に 

耘売

73 12.24 O tte ry  S t. M ary
教区民

89 19 2

74 1546. 1.16 S ir  Thomas 
A rundell

女王の顧問官 ■ »

75 1.25 S ir  W illiam  
P ete r

書記官長 100 0 0

76 1.30 W illiam  Abbot 酒庫主任 . 33 13 3 1546年 3 月3 1日一部転売, 1547年 . 
5 月 4 日ザ部転売,この土地は更 

に転売された

77 3. 6 H enry W estcott 
Jam es G unter ジヱントルマン

2 0 1 1 1 1546年 3 月転売

78 3 .19 Edward  
Twynhoo of 
Wychampton, 
Dorset
John W atson of 
More Crichel, 
Dorset

1M6年 3 月21 B に転売

79 3 .23 E x e t e rの司教 34 0 16 交換による

80 3 .29 John Charles 
Richard P ark er 
of Tavistock

エスクワイア

解
散
修
道
院
の
土
地
処
分 
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第 一 表 の つ づ き ⑷

m * 日 付 | 被 嬢 与 者 名 ： 身 分 魏与地年価傾 備 考
52 1544. 9 .26 Thomas Goodwin 

of P lym tree  and 
London

マ ン

50 18 8 .3週間後に塯加収入庁の役人に'土 

■地 の 部 を . £ 2 0 13s. 4d. で転 

宛，.その.土地は■£4 2 で再転売さ 

れた。_巧45¥ .3月丨ヒ他の一部を転 

%
53 9 .26 John Pope of 

London
A nthony Poster

.‘•ぐ：，， '~7~ '

54 10. 24 John Southcot 
of Bodwin 
John Tregonwell 
of Middleton, 
Dorset

ェ スタワイア’， 43 8 4

■.

•し

卜；，‘'パ . ：.. ；

55 12. 9 George 
Keynshan of 
Brixton

14 3 8

. . . . ン . ：•

1546年 7 月 John Blatee, yeo- 
n ia i iに転売

56 1545. 2. 8 John Pope of 
London

16 11 0 8 日 後 転 売 •

57 2 .16 A lexander
Popham
W illiam  H ailey ジェントルマン

— 7— — ----- ------------------------- ------

..ぐ ' . ' 、，ぐ

58 3. 5 W illiam  Chaplin 
John Sel\vood
' ■  ■ ' . ■

商人 24 19 ~ 2 S 日3 人に転売，.. 3 人の内の1 人 

は 154$年 6 月買った土地の一 

部を転寒

59 3 .18 John Drake of 
E xeter

商人 17 13 7

60 3 .23 Christpher 
L itcott of 
Taunton
Edward S tre ib u ry

15 18 1

\

. へ  / . . . . マ

61 3 .25 W illiam  B erners 増加収入庁監査官 5 14 8
62 4. 2 John Haydon of 

Cadhay O ttery  
S t. M ary  
Thomas Gibbes

法律家 94 15 11 翌年，増加収入庁収入役を含むニ 

4人に転売，更に1549年 E xeter 
の市当局がこれを買い，その一部 

を32人の市民に転売

63 5 .16 P oter S t. H ill of 
Bradninch

29 3 1 . ' ' . . . .  '  し

64 6. 7 S ir  Richard 
Gresham of 
London 
Richard 
Billingrforde

ロンドン市参事会員 202 7 1
----- —-- --------------- .一------------------ -

65 7. 5 W illiam  B ery ff 
of Colchester 
John Multon

織 布 人 5 6 7



第 一 表 の つ づ き (7)

悉号 日 付 琺談与者名 身 分 譲与地年価値 備 考

95 1547.10. 7 The Royal F ree  
Chapel of S t. 
George in the 
Castle of . 
Windsor

812 12 9
f交換 £160 2a. 4d. 
j 赠与 £600 
1保留保有料 £ 5 2 10 s. 5d.

96 1548. 2. 27 Thomas
W riothesley

Southampton 伯 6 13 3

97 8 .17 W illiam  Lord 
W illoughby  
S ir Thomas 
Heneage of 
Hainton, Lines*

29 17 4|
‘ .、し

cf* G rant 107

. .....

. - : .

98 1549. 4. 2 Giles K ey lew ay  
of Stroud, 
Dorset*
W illiam  Leonard 
of Taunton, 
Som erset

ェスクワイア

商人

17 -7 4 1$50 年 5 月 1 日 K ey lew ay  は 

L eo n a rdに自らの分を貸与

99 7 .19 John Dudley

v

W arw ick 伯 29 3 1 2 日後 S ir  Richard Sakeville  
に，彼は S ir  A rth u r  Cham- 
peirnon に/ 彼は卩的!!！ P etre, 
citizen arid m erchant of 
E x e t e r〖こ転売

100 12.21 John  M aynard  
Richard Venables

ェ，クヮィァ

101 1550, 1.16 W illiam  Fountain 
Richard Mayne ：■ ’ . . . .

6 13 4

102 12.15 S ir  Ralph Sadler
Laurerice
Wennington

王室衣裳係

ジェントルマソ
: , -....

226 8 5 5 日後に二人に転売，彼らは1551 
年 9 月 2 1日に John Slanning, 
g en tlem a nに転売

103 1 5 5 1 .3,12 Edward Fynes 
Lord Clinton 
and Saye

海 軍 司 令 長 官 '
1 1 8  8

104 4. 4 S ir  Thomas 
Darcy

宮内次官，近衛連隊 

長，_プラィヴィ.•チ 

アンバアの四人の騎’ 
_士長の一人

124 7 6

105 7, 9 S ir  A th er Darcy 2 1 8

106 1552. 3.17 Lord. Clinton 
and Saye

海軍同令長官 6 16 8| 3 月26日転売

107 6 .22 S ir Thomas 
Palm er

107 0 18| 公権寮失により没収，再び譲与さ 

れた。A ra n t ..127

108 6 .23 S ir  W illiam  
Cavendish

議会の財務官 298 16 5 , t

109 7.11 W a lte r E rie エスク ワ イ ア 廷臣 .53 13 6|

解
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修
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第  一_表 の つ づ き (6)

m  .付 被 m • 若 名 身 • 分 譲与地年脑位i 備 考
8 1 1546. 4 .2 1 Richard Crymas 

of London
* 賴子商人 80 12 3 2 . ■ _•

8Ji 5.2(> Seym our Edwar< 
of H ertford

I H ertford 伯 354 6 8■ ■ , ■.
2 . . . . .  ノ
B ...

83 7.1C S ir  W illiam  
P etre

軎記官長 137 12 10-1i

84 8_ 10 John F r y  of 
G ray ’s Inn

ジェントルマン 25 7 1 .■ ■ -' •

85 8 .10 Thomas 
Goodwinn of 
P lym tree  & 
London

ジェントルマン 67 11 2 同月中に3 人に転売，去の内の一 

人は1553年12月$0肖にNicholas 
i l e r e  of Corn wood, gentle
man に転売

86 9. 7 John Etheridgre 
of K ersw ell

ジェントルマy 16 7 8 . . . . • .  • • 1

87

88

9.20 S ir  Richard 
G renville  of 
S tow e, Cornwall 
Rogrer B luett of 
Holcombe Rogua 年スクワイア

53 19 3 -  2 15^7年 3 月14日一部転売

•

9 .21 W illiam  W otton  
of Hanberton 
John W otton of 
Totnes

厳元 

商人

18 0 7

■ ノ . . . ■ .

89 9.24 John Slanning- 
of the Inner 
Temple
A nthony B utter 
of London

38 19 7
-へ ：. ：- . .

90 11.14

t

Giles and 
G regory Isham 
of London

ジェン.トルマン 58 4 4 

3 8 : 0
~：—：----- -一 '一.--------- .

. . . . . .  . . . . .

91 11.24 John Bellow of - 

Grimsby, Lincs. 
John Broxholme 
of London

、 1

92 1547 , 1 . 7 Edward
Bellingham

エスタワイア， ブラ | 2 6 1 9  6 
イヴイ• チ ア ン バ ア | I 
の ジ ェ ン ト ル マ ン 1 J ■

93 4. 2 C reditonの教区民 50. 5 4
94 6 .23 

.

Thomas
W riothesley

Southampton 伯 こ 539 0 12 1 ]

5
1
1
\
1]

548年 2 月に一部を地方の人々に 

每却1 9 年後その内の一人が更に

云売

548年 5 月にも Southampton 
i  Ricliard MayhtAv, grentle- 
n a n に転売



第 一 表 の つ づ き ⑶

赉号 H 付 被譲与者名 身 分 譲棼地年価値 備 考

126 1555, 2,21 S ir John Gage 女王の顕間官，宮内 

長官

127 5/10 S ir H enry Gate 1558年 8 月23日転売

128 1557. 4 .13 S ir John Check 
P eter Osbonrne ェスタワイア

129 7. 3 H enry Portm an  
of Orchard, 
Somerset.
John D yer of
Wincanton,
Somerset.

2 6 8

130 8. 2 Thomas Yarde  
of Bradley  
Vincent * 
Calmady of Law  
Trenchard

ェスタワイア 

ジェントルマン

6 18 6^

131 8 .16 W a lte r  
Northcote of 
Greditori 
John his son

42 13 4

132 9. 4 John Drake o f 
M usbury 
Bernard Drake, 
his son

ェスタワイア 

ジヱントルマン

9 18 2

133 9.21 John Eliot

Alexander
Chesenall

ロンドン市民•絹商 

人

4 2 3

134 1558. 1.22 W illiam  P etre 主及び女王の顧問官 3’ 10 8

135 1.28 H enry Becher

George B utler  
of Bedington, 
Su rvey

ロンドン市民•帽子

ね ト ル マ ン

14 4 2

136 9- 2 Thomas Reve 
Nicholas Pynde 
of London

ジ ェ ン ト ル マ ン ユ  

ジX ントルマン

1 0 6 翌 日 S ir P e t r e に転

売，ごれは更に転売さる

137 9. 2 Richard Curw en  
of Mycheland, 
Lancs.
John Hudson o f 
W arton, Lancs.

ジェントルマン 

ヨ一マン

5 3 1

*■

以 上

解
散
修
道
院
の
土
地
処
分 

.六

一

(

一
七0

.第 一 表 の つ づ き (8)
番号

110

111

112

1552. 9,17
被魏与者-名

John P etre  of 
Hayes, Exreter

12.18

身 分 跛与地年価値 備

ジェントルマン，商

人

Lord Clinton and 
Saye
H enry Plerdson 
of London

1553. 2.24

113 3. 2

海軍司令長官

John Ridgreway 
o f Newton Abbot 
John P etre  o f 、 

Hayes, E xeter

Ralph W aldron  
of T iverton

114 3.14

115

116

117

3.19

4. 7

4.19

エスクワイア 

ジヱントルマン，商

人

織元

Thomas Reve  
Georg*© Cotton  
of London

John and 
Nicholas 
Hasserd of 
Lym e Regis

John Southcot 
of B ovey T racy

John W este o f 
Slinford, Suss. 
Roger G ratwick  
of Slinford, Suss

118

119

120

ふ 2

5.12

Richard Chamond 
Roger Prideaux

6 0 8

1 6 1 4  2 日後転売

34 1 4

17 4 3

0 0

ジェントルマン 

ジェントルマン

35 1 1 1 1 音

エスタワイア

ジェントルマン

，ン

Edward. Cowper
Valentine
P airw eather

5.14

121

122

123

6.10

6.22

10.24

スクワイア 

ジェントルマン

書記

ロンドン市民•商人

John Wrlgrht, 
Thomas Holmes 
of London

S ir  Edward 
Seym ore

ジェントルマ V" 

ジェントルマン

Som erset 公 

ISd w ardの息子

Thomas Lord 
G rey

Suffo rk  公 

H e n r y の弟

G ertrude
124

125

1554. 6.22

7.17

Elizabeth 
G ravener of 
London

John Green of 
Chobhams, Essex 
W illiam  Jen yn s  
of W estm inster

E x e t e r 侯 夫 人  

未亡人

10 0 0

_ 41：_ —

2 4 8

3 16

6 8

考

56 5 11l| 1554 年 4 月 23 日
乱に加担した廉で処刑，領地没収

1557年 8 月24日転売

ジェントルマン

0 0

六
〇

(
一

七
〇)

r n s m i
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敷
地
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サ
ァ
•
ト
マ
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•
デ
一1
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s
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エ
タ
ゼ
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ァ
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'
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一
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.
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 ̂

 ̂

 ̂

 ̂

 ̂
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 ̂

-

-

、
レ
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ミ

tt 
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;

あ
る
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
派
と
力

■

■

1

:;
!

'

 

I

 人の
l

i

l

r :
| -
0

|-
|

1 |
_

解
1 |
時

ず
か
三
、
四
に
減
り
，

一
三
I

司
教
の
住
h

一
 

—

に
、
五
〇
〇
ポ
ン
ド
I

，
三
ニ
の
マ
ナ
ァ
.が
わ 

ナ
た
。
f

い
嚴
も
消
く 

I

ト

を

残

す

の

み

I

:
つ
た
。
司
教
職
も
そ
の
権
農
を
失
墜
し
、：
—

，崔

害

受
 

び

特

..
!

拝
堂
も
消
ぇ
司
祭
も
|

な
つ
た
。
彼
等
I

権
は
い
ま
だ
残
存
し
て
い
た
が
、
も
は
や
、
恐
i

り
な
か

つ

た

。

 ̂

t

こ
ぅ
し
た
変
化
に
民
衆
が
同
調
し
得
な
か
つ
た
こ
.と
を
注
意
し
て
お
か
.ね
ば
な
る
續

)

。
 

;

'

P

H

y

u

M

p

y

 

一
 

d

i

y

e _
1

f

“

れ，
。

デ
ヴ
ォ
ン
！

っ
ぃ
て
の
|

!

ダ
ァ
が
ュ
ゥ
ィ
■

”て：
：

醫

U

I 1
1 1

言

と

I

。
そ
I

I

す
i

f

ン

ユ
ゥ
ィ
ン
グ
ズ
に
よ
れ
ば
、
売
却
•
交
換V

贈
与
あ
る
.、，.は
.保
有
料
忖
自
由
篇
ぐ
？

、\ 

I 

換

•
復
帰(

I

)

に

よ

つ

て

国

王

の

手

こ

も

f

l

に
よ
る
永
碧
を
ふ
く
め
る
と
、
売
却
•

交

1

屋

の

f

も

と

，
も
の
を
差
？
い
て
も
、
デ
ヴ
オ
ン
；

N
:

ヤ
修
道
院
領
全

体

の

I

六
〇
パ

，

セ

ン

ト

(

三
九

七
0.
ポ
_

が
へ
.
.ン
リ
ィ
八
#
の
#
代
に
処
分
.さ
れ
、
i
'K
-
-
'
ヮ
ァ
ド
六
世
‘
メ
ァ
.リ
ィ
の
時
代
を
過
ぎ
、：
，一
S
五
八
年
ま
で
に
は
七
〇
パ
ー
セ 

に
達
し
て
い
る
。：
処
分
ざ
れ
ず
ぬ
残
さ
れ
た
の
は
、
幾
つ
か
の
大
所
領
•
非
常
に
多
く
の
小
額
地
代
•
そ
れ
に
相
当
額
に
の
ぼ
る
聖
界
収
入 

で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
こ
れ
ら
所
輝
に
つ
い
て
王
室
が
支
私
わ
だ
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
.一
た
報
酬
金
や
年
金
も
少
な
く
な
か
っ
.た
。
こ
れ
は 

受
取
人
の
死
亡
に
ょ
っ
て
時
の
経
過
と
：共
に
次
第
に
減
少
し
っ
た
。

と
こ
ろ
で
処
分
さ
れ
た
修
道
院
の
.規
模
、，
並
び
に
経
済
上
の
あ
る
い
は
保
有
権
上
の
譲
与
条
件
は
極
め
て
多
様
で
あ
っ
た
。
前
者
に
つ
.い
て

は 

第
ー
表
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
こ
で
は
、
譲
与
条
件
に
つ
い
て
少
し
く
調
べ
て
み
ょ
ぅ
。

修
道
院
領
の
譲
与
は
、
解
散
直
後
か
ら
実
施
.さ
れ
た
が
、
そ
の
時
期
に
は
、
売
却(

全
体
讷
に
み
る
と
最
も
多
数
を
占
め
て
い
た)

に
ょ
る
譲
与
は 

殆
ん
ど
な
か
っ
た
？

一
 

五
三
六
年
か
ら
三
九
年
に
か
け
て
.の
譲
与
は
、
そ
れ
以
後
の
場
合
と
"同
様
に
、
譲
与
地
年
価
値
の
十
分
の
一
.
の
地
代
を
支 

払
ぅ
こ
と
、
及
び
：「

直
封
騎
士
奉
仕」

を
条
件
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
直
接
'.
財
政
収
入
を
目
指
し
た
も
の
.で
は
な
か
っ
.た
と
考
え 

ら
れ
る
。
工
ク
ゼ
タ
ァ
侯(

第
一
表
の
0
3
1
1
广
1
.
'
参
照
、
以
下
0

1の
ご
と
く
に
略
記)

、
サ
フ
ァ
ク
公(

G
6)

に
対
す
る
譲
与
が
交
換
‘に
ょ
る
も
の 

で
あ
る
他
は
、
' す
べ
て
.「

奉
仕」

を
条
化
と
す
る
も
の
で
フ
国
王
ば
過
去
の
功
績
ょ
り
も
、
未
来
の
王
権
の
強
化
を
目
論
ん
で
い
た
。
デ
ヴ
ォ
ン 

ツ
ャ
に
お
け
る
最
大
の
被
譲
与
者
、
ジ
ョ
ン
.
ラ
ッ
ー
セ
ル(

G
7-
:

)

に
つ
.い
て
も
全
く
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
■と
こ
ろ
が
、

一
五
三
九
年
、
大 

修
道
院
が
解
散
さ
れ
る
と
同
時
に
王
国
の
財
政
的
必
要
か
ら(

国
防
力
増
強
の
た
め)

、
修
道
院
領
は
、
に
.わ
か
に
公
開
市
場
を
賑
わ
す
こ
と
に
な 

っ
た
，
そ
の
当
初
に
お
い
て
は
、
年
価
値
六
、
〇
〇
〇
ポ
シ
ド
の
没
収
修
道
院
領
が
、
..年
価
値
の
一
一
〇
倍
の
価
格
で
売
却
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ

(

注43) 

• 

/

た
。

1

五
四
〇
年
二
月
の
譲
与
を
最
初
に
し
て
第
一
一
表
の
如
く
譲
与
は
続
け
ら
れ
た
。
•と
れ
ら
：の
中
に
は
贈
与•

交
換
が
相
当
含
ま
れ
て
い
る 

し
'
時
の
経
過
に
：つ
れ
て
、
保
有
粋
付
自
由
保
有
が
盛
ん
に
な
さ1

だ
。
.以
上
の
場
合
に
も
、

」

低
率
で
は
あ
っ

た

が

、

十
分
の
.一
：地
代
が
条
件
と 

さ
れ
た
。
.従
っ
て
、
デ
ヴ
ォ
ン
'ゾ
ャ
に
関
す
る
限
り
、
無
条
件
の
譲
与
は
全
く
な
か
づ
た
訳
で
あ
る
。
.こ
'の
場
合
に
は
絶
対
王
制
支
持
層
の
確
保 

と
、
■そ
の
封
建
家
臣
と
し
て
の
固
定
化
が
、
条
件
の
裡
に
隠
ざ
れ
て
い
た
こ
と
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
通
常
の
売
却
は
年
価
値
の
ニ
十 

解
散
修
道
院
の
土
地
処
分 

六
三(

一
七
三)



1540-1550 1552 1553-1558 1560V： 1590，s
* 年価値の16倍 1

18 1
19
20 50 8

1
2 \ -

21 5 ' ， 2
22
23 3

12 3
1

/30倍が、
レ般的ノ

，40倍が、 
ト般的ノ

24
25 1

5
1

2

26
27
28
29
30 
38

2
6
2
2

40
I1 ------------- - _

- —— — — 1 71 29 22
I

Habakkuk, op. cit.，p.  365, 367, 373 より作製。

年 件 1

1540 • 13
1541 4
1542 < 7
1543 10
1544 . 14
1545 18
1546 18
1547 4
1548 2
1549 3

1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557

c
g
B

) 

ご
,

:

倍
の
価
格
で
I

れ
た

。
：：
こ
れ
は
修
道
院
以
外
2

地
売
却
s

i

致
し

そ

：：
い
^
^
^

に

;
J

l

o年
*
境

れ

て

、ぐ
こ
の
売
却
倍
率
は
i

の
原
則
か
ら
大
き
く
崩
れ
始
め
た
。
 

そ
の
様
子
を
第
一
一
ー
表
篇

t 4
.
こ
れ
に.ょ
れ
ば
：
S

ハ
〇
年
ま
で,は
、
：
：た
だ
原
則
が
崩
れ
た
だ
け 

で
不
統
一
で
あ
る
が
、
.「

五
S

年
代
に
入
る
と
'三
十
倍
、
九
〇
年
代
に
は
四
十
倍
と
い
ぅ
倍
率 

が
一
般
的
に
な
る
。
と
も
か
く
、
..
'
一
五
五
〇
.か
ら
九
〇
年
ま
で
に
売
却
倍
率
が
二
倍
に

な
つ
た
こ 

と
に
な
る
。

こ

れ

は

土
:'
-
I
s
.
.
- 

-
-
1

”

：
し
.
-

—

I

n—

I—

一

—

,

-

年

15
4

0
15
4

1
15
4

2
54
3

1
54
5

54
6

54
7

54
8

54
9

.

地
市
場
の
活 
f

 

に
原 

—

r

——

!

-

 

' 

■
V-■——

I

I

I

因
す

る
も
の
と
理
解
し 

た
い
。1

五
五
〇
年

と
い
え
ば
、
ホ
ス
.キ
ン

ス
の
い
ぅ
.

「

犬
囲
い
込
み 

時
代

」

の
第
二
段
階
が
開
始
す

る
時
期
で

あ
る
。
.し
か
も
、
既
に
i 

封
騎
士
奉
仕

」

.

の
重
圧
は
緩
和
さ
れ
.つ
つ
あ
淹
M
。

.

次
に
、
被
譲
与
者
の
社
会
的
性
格
^
分
析
を

く
わ
え
る
。
'こ
の
分W
 

が
修
道
院
解
散
の
歴
史
的
意
義
を
決
定
す
る
眼
，目
に
な
る
，
訳

で

あ
る
：
 

が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
修

道

院

領

が

誰

の

手

に

渡
っ
た
の
か 

と
い
ぅ

点
は
分
明
で

な

い

し

、

譲
与
の
直
接
名
義
人
は
多

く

の
場

合

、
 

(

特
に
デ
ヴ
才
ン
シ
ャ
の
場
合
は
、
代
理
人
と
し
て)

転
売
し
て
ぃ

る

為
、
 

直
接
名
義
人
の
分
析
で
は
、
修
道
院
解
散Q

社
会
的
性
格
を
決
定
す
る
. 

.の
に
不
充
分
で
あ
る
こ
と
ば
既
に
述
べ
た
。
し
か
し
、
直
接
名
義
人
が

第 三 表

転
売
し
な
か
っ
た
場
合
も
あ
っ
た
は
か
ら
、
各
々
の
I

に
つ
い
て
、
出
来
る
限
り
転
売
先
を
突
き
止
め
る
こ
と
に
し
て
、

一
I
譲
与
名
義
人 

に
つ
い
て
調
べ
て
い
く
こ
と
に
し
灯
”
。

デ
ヴ
ォV

シ
.ャ
に
お
い
て
も
土
地
勉
分
は
、
先
ず
廷

I
対
す
る
譲
与
に
始
ま
っ
た
。
し
か
も
、
，デ
ヴ
才
ン
シ
ャ
に
全
く
関
わ
り
の
な
い
匿

に
譲
与
さ
れ
た
場
合
さ
え
あ
っ
允
。
こ
こ
に
も
絶
対
王
制
の
基
盤
の
強
化
の
意
図
が
み
え
る
。
通
常
彼
等
は
購
入
に
よ
っ
て
か
、
あ
る
い
は
保
有

料
奮
由
保
有
を
条
件

I
与
さ
れ
た
。
余
所
者
遍

|
大
多
数
が
投
機
的
な
思
惑
を
も
つ
者
で
、
擊
地
を
す
ぐ
転
売
す
る
か
、
不
在
不
労

所
得
生
活

者
と
し
て
州
で
は
何
の
役
割
を
も
果
さ
な
か
っ
た
。
•前
者
I

す
る
者
の
例
と
し
て
、は
サ
フ
テ
4

 

f

 

)

、
..ゥ
ォ
リ
，_ク

伯
S

)

、

ク
リ
ン
ト
ン
卿
|

、ー

 

m

)

が
い
る
。
今
ク
リ
ン
ト
ン
卿
に
つ

.い
て
み
漏
、::
'

一
 

I
 ニ
年
三
月
十
七
日
、
ブ
ラ
ッ
ド
ラ
^
 

•
マ
ナ
ア 

(

B

i

s
を
譲
与
さ
れ
、
同
年
三
月
二
十
六
日

，
.
ジ
ョ
ど

 ̂

^
X 
- I

a

l
 

 ̂

3 

V 
. 

T 

r
x 

n 
ッ
ト
に
こ
れ
を
姐
分
す 

る
許
可
を
得
た
。
後
者
に

.属
す
る
者
と
し
て
は

、
 ̂

 ̂

r 

X 

5
2
.
 ̂

 ̂

 ̂

^
 

0
3 

• 

 ̂

 ̂

 ̂

.

フ
.
.才

ド

伯

:

が
い
る
。
.こ
の
場
合
に
も
転
売
の
例
が
あ
る
が
、
ど
ち
ら
艺
て
も
、
被
等
が
こ
.の
州
で
管
す
べ
き

活
動
を
し
て
い
な
い 

こ
と
は
.確
か
で
あ
る
。
：転
売
さ
れ
な
い
場
合
、

.公
権
喪
失
の
.過
程
で
：謹

ニ
。
 

•

政
治
的
意
図
を

I
て
擊
さ
れ
た
場
合
も
あ
っ

.た
。
ジ
ョ
シ

.1フ
ッ
セ

£
 

い

.

^

^

y
.
 ̂

0 ラ
ッ
セ
■ル
が
I

I

主
I

I

る
こ
と
が
粜
る
よ 

う
に
と
の
意
図
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。
ラ
ッ
セ
ル
の
他
に
リ
チ
ヤ
ア
.
.ド

•
ポ
ー
フ
ア
ド(

G

1 6)

、
サ
ア
.
リ

チ
：ヤ
ア
ド
•
グ
レ
ン
ヴ

ィ

ル

(

G

4

.

S

、
l

 

•
ゥ
ィ
リ
ア
ム
，
5

I
領
主
と
し
て
の
地
位
を
強
力
に
し
、’
ぞ
の
結
果
、，
.も
し
必
要
と
あ
ら
ば
' 
王
国
.：の
為
に
ラ
ツ
セ
ル
の
活
動
を
支
え
る
こ
と
が
粜

る
よ
.う
に
と 

解
散
修
道
院
の
I

分 

六
五
:(

ー
七
五)

：



。
の

意

図.に
出

る

も

の̂あ

今

だ.：。：；
.
3た
が

っ

：
ゼ

，
；
彼

等

も 

'譲
与
地
を
檩
準

fr
格
を
支
払

--
て
得
た
数
多
く
の
デ
ヴ
：ォ

.ン；シ
ャ
：住
民
の
中
に
は
、
.：幾
入
か

^̂ 

サ
ブ

' •ジ
ヨ
ン

•

フ
.ア
ル

フ

ォ

，
ド.

(

G
45)

、
.ヒ
ュ
ゥ
，
ス
タ
ツ
グ
レ

*
V
V

(

G46)

、

サ
ア

• 

y
チ
ヤ
ア
ド

•エ
ツ
デ
カ
ム(

G56
備
考)

、
チ
ャ
ン
。ハ
ナ
ン

(

G
50
等)

::等

の
人
々
が
'そ
れ
で
あ
る
r
.彼
等
.に
；は
多
額
の
現
金
.を
調
達
す
る
の
：が
困
難
で
あ
っ

'た
か
ら
、v
_与
の
規
模

ば
：.

お
の
ず.か
ら
限
ら
れ
た
。
.彼
等
は 

.
法
徵
家0.

:

従
兄
弟
や
友
人
と(

パ
へ
ア
ト
ナ
ア̂ツ
プ
：を
組
ん
で
«
与
を
受
け
た
1

さ
ら
に
は
.'

:彼

ぅ
た
め
に
、
控
え
目
な
方
法
で
投
機
さ
え
し
た
。

て 

べ

'

. ' 

.

.

.

. .

:；

譲

素

簡
'単
に
承
認
さ
れ
る
デ
ヴ
：ォ
ン：

シ
'ャ
出
身
0
法
律
家
や
廷
臣
に
ょ
る
睛
入
は
、
遙
か
に
広
大
な
も
の
で
あ
'つ
た
。
サ
ア
‘
ト

マ
ス
•
デ 

二 
ス(

G
9 
•12
-17)

、：
ジ
ョ

ン

•■
'■ス
ラ
ン 

ニ 
シ
グ(

G
7Q

.:
'
89)

、
.
.
ジ
■ヨ
シ

.
:̂
ツ
；デ
ウ
ェ
'イ
：(

.G
10

V
25

‘
11
2)

、

ジ

ヨ
オ
ジ
•、
ロ 
オ

ル(

G
48) 

等
が
こ
れ
に
属
す
る
。
彼

等

，は
修
道
院
解
散
や
王
室
の
財
政
的
窮
乏
を
：フ

ル
：に

利

用

し

て
.'
利

益

を

受

け

る
こ

.と
、が
出
来
る
地
位
に
い
た
。
.従
っ 

て
、
購
入
；の
際
に
支
払
っ
た
現
金
は
殆
ど
宫
廷
で
そ
の
：地
位
を
刺
用
し
て
得

.た
も
の
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。.
ま
た
、，
こ
の
人
々

の
多
く

.は
解
散 

前
に
広
く
修
道
院
に
や
と
わ
れ
、
' 所
領
の
管
理
や
購
入
に
当
っ
て
い
た
■か
ら
、
修
道
院
領
の
管
理
：に
'な
れ
て
い
た
ば
か
り
で
は
g
<5
、
'修
道
院
か 

ら
の(

解
散
後
は
国
王
.か
ら
.の
.

)

，報
酬
を
た
く
わ
え
て
い
た
。
彼
ら
は
非
常
.に
注
意
し
て
買
い
、：
そ
れ
に
ょ
0
.て
4
区
画
の
価
直
の
高
い
土
地
を
造 

り
あ
げ
た
..
0
そ
の
結aK、

こ
れ
ま
で
何
世
紀
も
の
間
、
別
々

.の
修
道
院
に
.地
代
を
納
め
て
い
た
隣
接
の
土
地
を
：；一
つ
に
し
た
の
.で
あ
る
。
 

商
入
は
デ
ヴ
ォ
ン
シ
.ャ
の
商
人
で
あ
る
と
否
.と
を
問
わ
ず
、
と
の
州
の
修
道
院
領
に
对
し
、
大
規
模
な
投
資
を
し
.な
か
っ
た
。

外
的
に
ト
ォ

.

.

. 

(

注
51)

ト

ネ

ス

の

有

力

商

人

等

一

ジ

ヨ

ン

•
ガ
イ
ル
ズ
、
ゥ
イ
リ
ア
ム
V
ガ
イ
ル
ズ
G-
37)

、
ゥ
ォ
ル
タ
ア
•
ス
ミ
ス(

G
25)

、
リ
チ
ャ
ア
ド
•
サ
ヴ 

H

リ

イ

G
36)

l

が
目
立
っ
た
投
資
を
行
っ
て
い
る
程
度
で
、
ェ
ク
ゼ
タ
ア
の
商
人
は
、
こ
の
時
期
に
他
の
土
地
に
対
す
る
投
資
を
行
っ
て
い 

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
，修
道
院
に
は
.手
を
出
さ
な
か
っ
た
。

■■
以
上
の
デ
ヴ
ォ
ン
シ
ア
人
た
る
購
入
者
の
大
多
数
は
投
機
家
と
し
て
ょ
り
も
.、•：

於
昏
{を
と
し
て
、，
修
道
院
領
を
購
入
し
た
こ
と
は
明
白
で
あ

第 四 表

1547年 1 月 1558年11月

国王の手中にあるもの . 32 17
原被讓与者またはその子孫q 保有 74 82
一回転売.さ.れた:もの 19 22
二回転売されたもの 4 6
三回転売されたもの 1 2
苒回転売されたもの —— 1

る
：

ユ
ゥ
イ
ン
グ
、ス
は
證
表
を
掲
け
る
こ
れ
は
；殆
ど
の
'マ
ナ
ア
と
そ
の
持
主
が
分
っ
て
い
る
ニ 

•三
の
.；

m

を
含
む
臺
十
個

所

の

土
 

地
所
有
者
I

化
回
数
を
示
す
も
の
で
あ
る
。'勉
分
さ
れ
た
修
道
院
領
編
売
の
回
数
f

わ

め

て
限
ら
'れ
て
お
り
、
ロ.
ン
ド
ン
S

接
し
た
諸 

州
で
み
ら
れ
た
よ
う
な
激
し
い「

投
機I

デ
は
デ
ヴ
ォ
ン
シ
I

は
ほ
と
ん
ど
発
生
し
.な
か
つ
た
こ
.と
を
こ
の
表
は
示
す
。
こ
の
I

は
、

」

例
え 

ば
、
デ
ヴ
.ォ
ン
シ
ャ
の
.マ
ナ
ア
を
購
入
.し
た
唯
：一
の
他
州
の
商
人
、

ロ
ン
ド
ン
の
帽
子
商
人
リ
チ
ャ
ア
ド
.'
.‘ク
テ
イ
ム
ズ(

G

S
が
、
デ
ヴ
ォ 

ン
シ
ャ
以
外
で
は
大
V
に
投
機
を
お
こ
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
デ
ヴ
才
ン
シ
ャ
で
は
転
売
す
ら
し
て
い
な
い
こ
と
を
み
て
も
、
ま
た
、
 

職
業
的
投
機
に
従
事
し
た
ロ
.ゾ
ド
ン
と
プ
ラ
イ
ム
ト
リ
の
ト
マ
ス
'•
グ
ッ
ド
ウ
イ
ン(

名

“

.部
}
-の
こ
の
州
に
お
け
る
取
引
が
む
し
ろ
.

助 

:

.■

副
次
的
で
、
デ
ヴ
ォ
ン
シ
ア
東
部
•の
生
地
と
そ
の
付
近
にf

群
の
小
土
地
を
自
分
の
た
め
に
保
持
さ
え
し
て
い

.

一

1

00 

2
 

6

2
1

:

'る
の
を
み
て
も
明
白
で
あ
る
。

-

5. 

,

^

^

~

n

こ
の
表
に
は
現
わ
れ
て
こ
な
い
比
較
的
小
さ
な
、
マ
.ナ
ア
以
外
の
土
地
は
国
王
か
ら「

鋤
奉
仕」

に
よ
っ
て
保 

，

32
74
19
>

1

_
士
し
て
.い
た
か
ら
、転
売
に
際
し
て
勅
許
を
|

と
し
な
.か
っ
.た
。
そ
の
た
め
、最
初
の
譲
与
以
後
の
所
有
の
変

_
_ 

化
を
跡
付
け
る
の
は
困
難
で
あ
る
。多
数
の
こ
.の
よ
う
な
小
さ
な
土
地
は「

い
た
る
と
こ
ろ
に
い
た
職
業
的
投
機

聞 

_ 

家
グ
ル
I
プ」

に
よ
っ
て
琅
扱
わ
れ
、彼
等
は
こ
れ
：を
地
方
の
數
歡
ぞ
兼
業
借
地
農
.で
あ
る
都
市
の
'
^
i
 

第

• 

 ̂

' 

.

.

.

に
転
売
し
た
.と
ユ
.ウ
イ
ン
グ
ズ
は
言
う
。

こ
こ
で
、.
.ジ
.ョ
.ォ
ジ• 

口
：ウ
ル(

g
48
.
.51
.
72

>
の
.場
合
を
み
よ 

S

切ののののう彼はテヴ才ンシア

.に
相
当
の
修
道
院
領
を
買
い
集
め
' 
譲
与
さ
れ
た
土
地
，を
。ハ
ア
ト
ナ
ア
と
分
割
す
る 

.

^

.と
す
ぐ
農
民
や
デ
：ヴ
才
ン
シ
ャ
め
小
商
工
業
者
に
売
却
し
た
。j

五
四
四
年
、
農
民
，•
ピ
ル
ト
ン
の
ジ
ョ
ン
•

一

齡

ド

ゥ

^

|
ロ
き
應)

ぺ
に
：タ
ッ
.ッ

ヒ
/1
;

白
&

|
 

:
に
あ
る
、.年
価
値
三
八
シ.リ
：，ン
グ
八
ぺ
シ

」

ス
三

つ

の

戥

:

§

1

1

5

1
■敷
地
を
売
却
し
八
〇
ポ
シ
ド
を
受
取
'っ.た
。
ド
.ゥ
ン
は
.こ
の
屋
敷
地
の
為
、
年
四
シ
リ
ン
グ
の
.地
R
を
支
払
っ

.

.

.
fs1
原
一
一」

一一
 |

.
^

I 

. 

m

—

I

L
た

.
ロ
ウ
>1
,は
.. 

'
つ
ぎ
に
十
八
.ポ
ン
ド
で
譲
受
け
た
リ
リ
<•(Liny )

と
呼
ば
れ
る
建
物
を
ピ
ル
ト
ン
の
ウ 

V.
解
散
修
道
院
の
土
地
矶
分

六
七(

一

七
七)



.
六
八
、

(

一
七
-6

リ

ア

^

‘
ボ
ウ
ン
上
与
白
-̂
-^
ま

言

^
に
ニ
八
ホ
^
ド

^
売
却
、
dさ
ら
に
は
、
.'..オ
ッ
タ

.リ

，
.
セ

シ
ト
.
•
メ 
.リ

.イ
のウ
イ
.
-リ
.
.ア

ム

•

ト

レ

ン

ト
 

(
w
m
l
a
m

 Trent)

に
ア

シ

ユ

フ
ォ

ド

>
1
|

)

イ

ル

フ

ラ

ン

コ
ム(

G

^

J

J

C

I
g4)

及

び
マ

ア

ウ

ッ

ド(
M
a
r
w
o
o
d
)

の
土
地
を
売
却
し
、
免
役 

地
代
.四
シ

リ

ン
グ
を
受
取
っ
た
。
.一
五
四
八
年
に
は
、
ピ
ル
ト
ン

(piiton)

の
商
人
ジ
ョ
ン
•

ッ
X
リ

ィ

Q

。
ぼ

ts
j

&

y

)

に
イ

I

ス

ト

•
ア

シ

ユ
 

フ

才

ド

(East A
s
hford)

の
屋
敷
地
の
.一
つ
を
売
却
し
た
。
そ
の
他
に
%■
彼
は
モ
ア
べ
イ
ス(Morebath)

の
教
区
を
バ
ン
プ
ト
ン
，(Bampton) 

の
ジ
ョ
ン
•
ト

リ

ス

ト

ラ
ム(

I
 H

r
l
a
m
)

に
一

一
ー
四
ポ
ン
ド
で
処
分
し
、
十
5:
パ
I
セ

ン
ト
の
利
益
を
得

て

い
る
。

さ
ら
に
、
エ
タ
ゼ
タ
ア
の
市
当
局
に
よ
る
購
入
に
つ
い
て
、
マ
ッ
ク
ヵ
フ
レ
イ
は
興
味
あ
る
史
実
を
提
供
し
て(I

沾
。

一
五
四
五
年
、
.
エ
タ
'セ
.
 

タ
ァ
の
修
道
院
は
ま
と
め
て
ク
ラ
イ
ス
ト
•
セ
ン
ト
•
ジ
ョ

オ

ジ

の
ジ
ョ
ン
.
ヘ
イ
ド
ン
ぶ
び
ト
.マ
ス
•
ギ
ブ
ズ
に
売
却
さ
れ
I

)

、
そ
の
価 

格
は
八
九
九
ポ
V
'F
一
 

シ
リ
シ
グ
一
一
ペ
ン
ス
で
あ
っ
：た
。
翌
年
、
彼
等
は
王
室
増
加
収
入
庁
の
財
務
官
サ
ァ
•
ジ
ョ
ン
•
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
へ 

ン
リ
ィ

• 
ノ
リ
ス
に
.転
売
し
た
。
..一
五
四
九
年
五
月
十
三
日
、
町
の
書
記
が
ロ
ン
.>
'
'ン
に
送
ら
れ
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
交
渉
、
購
入
し
た
全
修
道 

院
領
の
半
么
を
年
假
値
の
士
ハ
倍
で
、
残
り
を
十
七
倍
で
売
却
す
る
ど
い
ぅ
条
件
に
よ
り
、
購
入
価
格j

四
六
Q
ホ
ン
ド
ニ
シ
リ
ン
グ
三
ペ
ン
ス 

で
、
五
人
の
者
I

与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
代
金
は
三
年
間
で
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
こ
の
町
に
と
っ
て
容
易
な
こ
と
で 

は
な
か
っ
た
そ
こ
で
地
代
に
し
て
約
七
六
ポ
ン
ド
の
士
地
が
三
ニ
人
の
市
民
に
転
売
さ
れ
た
。
そ
の
内v

最
大
の
.譲
与
は
モ
才
リ
ス
•
レ
ヴ 

ァ
モ
ア
S

I
 

H

1

I

-
に
対
す
る
一
六
ポ
ン
ド
一
三
シ
リ
ン
グ
で
、
最
小
の
そ
れ
は
六
シ
リ
ン
グ
.で
あ
っ
た
。
彼
等
は
当
時
の
標
準
価 

格
で
あ
る
土
地
年
価
値
の
_ニ
〇
倍
を
支
払
っ
た
た
め
、
.全
購
入
価
格
を
そ
れ
で
充
分
賄
ぅ
こ
と
が
で
き
た

.0
残
余
の
年
価
格
一
七
ポ
v
K.
n 
土
地 

は
市
当
局
の
管
轄
下
に
移
さ
れ
市
の
収
入
源
の
一
部
と
な
っ
た
。

こ
の
譲
与
に
つ
い
て
マ
ッ
ク
ヵ
フ
レ
イ
は
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。「

こ
の 

取
弓
ガ
市
当
局
に
利
益
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
：に
個
々
の
’市
民
の
利
益
に
.も
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
市
の
手
に
よ 

っ
て
#
め
て
一
区
画
の
修
道
院
領
が
碎
か
れ
、
小
投
資
家
に
%■
利
用
可
能
と
な
.っ
た
。
最
も
さ
さ
や
か
.な
市
民
で
■さ
え
、
今
や
解
散
修
道
院
領
D 

么
矿
に
あ
ず
か
る
^
会
を
与
え
ら
れ
た
経
済
的
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、『

解
散』

は
余
所
に
お
け
る
と
同
様
に
エ
ク
.ゼ
タ

ア
に
お
い
て
も
、
亥

細 ”

第 五 表

各所領の総年価値 所 有 者 数 全 総 価 値
処分総爾反T  
対する％

£ 8 0 0 以上 1 承1 £ 810 17
£ 3 0 0 以上 1 * 2 £ 320 7
£ 2 0 0以上 1 * 3 % 200 4
£ 1 0 0 以上 4 * 4 & 530 11
£ 7 5 以上 6 * 5 £ 530 11
£ 5 0 以上 12. * 6 £ 710 15
£ 2 5 以上 17 B 610 13
£ 1 以上 40+ £ 350+ 7

82+ £ 4,060 十

* 1  Frarcis Russell, earl of Bedford.
* 2 The dean and canons of Windsor.
*3  Sir William Petre.
* 4 Sir. John St. Leger, Richard Duke, Wilham Lord Ho

ward and Henry Wriothesley, earl of Southampton..
* 5 John earl of Oxford, John Slanning，、Lady Lisle Rj- 

chard Crymea/ John Kidgeway and Sir Thomas Dennis

大
な
土
地
力
市
場
に
現
わ
れ
た
こ

と

を

意
味
t
■た

。

市
当
局
の
働
き
が
、
そ
れ
を
自

ら

と

.そ
の
住
民
の
手
に
.，
し
っ
か

と

受
止

め

さ

せ

ヒ
の
で
あ 

る
。、
か

:4
、、
市
民
の
団
体
と
、
そ
の
内
：？

よ

り

慕

I

民
の
一
団
が

害
関
係
を
有
す
る
：既
に
大
き
く 

.極
め
て
影
響
力
の
強
い
：団
体
の
中
に
加
え
ら
れ
た
の
で
あ

る

。

.政
治
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
購
入
は
城 

.壁
の
■

お

し

て

も

.セ
ン
.ト

•
タ
ビ
デ
の
丘(

城
壁
の
外
侧
に
あ
る
五
I

筆
者

の
で
あ
る」

賣
筆
者)

と
。
エ
タ
ゼ
タ
ァ
£

け
る
こ
の
例
か
ら
、：
封
建
勢
力(「

敵
対
的
な
義権

，)：

と
対
立
す
る
雾
伽
市
^

院
を
自
ら
の
も
の
と
す
る
.こ
，と
に
よ
っ
て
、
封
建
的
な
飯
を
、払
い
除
け
よ
I

し
て
い
1

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
農
民
や

r

HO
-

.

Ri
-

.

f

小
市
民
階
級
へ
土
地
が
転
売

.

さ
れ
て
い
く
の
を
詳
細
に

追
う
こ
と
が
出
来
る 

«
る

17
7

 

4

11
11

15
13
.7
. 

:

rd
n.
.
le
en
n

e

g

、
. 

.
ブ
 

5 

分

す

LO
ot
o
Li
s

D

广
ら
6

こ
の
よ
タ
な
例
が
、

た
と
え
も
っ
と
小
規
模
な

も
の
で
あ
っ
て 

m
対
一
 

•
 

I 

n

a0
.

^
-

-
1

,

—

l
ut
h
aLa
d

l

も
、
相
当
存
在
す
る
の
を
発
見
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
然
し
第
一
表

偭
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32
20
53
53
0

71
0

61
0

3 5
0

,0
6

0

w.
fs
o

、ng
,si
r

T

に
み
ら
れ
る
限
り
で
は
、
多
く
の
場
合
'
，
転
売
先
も
ジ
..ェ

ン

ト

リ
ィ
に
属
す 

紘 

4
 

•

r.
ke

'
ni

全 

£
.
恙 

£
 

£
 

£
 

£
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£
 

£

or
d

so
Du
ar
an
.:
る

入

々

ニ

で

あ

る
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h
aes
l
eoh
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i
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.こ
の
よ
う
な
土
地
旭
分
の
結
果
、
.一
五
五
八
年
.に
お
け
る
土
地
所
有
の
様 

第

有

1

1

14
 

6 

3

40
+

2+
ea
r
lno
n
s
ee;
R
，
？

Ri
d

nB
o

f
子
は
次
の
よ
う
に
変
っ
た
。
.先

ず

第

襲

*
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
れ
は
譲
与

♦

-
-
1

-

-

-I

I

I
 

|

nd
c
a
h レ

-r
y
wf o
x
lJo
h

ca
n

さ
れ
た
土
地
の
内
、
十
五
。ハ
丨
セ
ン
ト
の
小
土
地
を
除
い
て
、
す
べ
て
計
算
.

.
.
I

 

5

 5

社3
5

 

S
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1S
R

.e
a
l
l
g
hn
s

d H
e

ea
r
ll

es
t

h
に
入

れ

て
ぁ
る
。
こ

，こ
で
年
価
値
五
〇
ポ
ン
ド
以
上
の
土
地
を
保
有
す
る
者 

佩

80
0

30
0

20
0

10
0

 ̂

M 

1̂

.1 J

si
r

.i
r
.
Jrd
a
]oh
n
rd
c

nc
l
u
dは
、
殆
ど

有
力
な
貴
族
、

ぁ
る
い
は
ロ
ン
ド
ン
に
住
む
法
律
家
や
商
人
で
ぁ 

 ̂

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

i
' 

£ 

£ 

.
1 

2 

3 

4 

w 

5

ch
6

り
、
同
時
に
何
等
か
の
形
で
王
室
と
関
係
を
も
っ
たI

吕
職
ジH \

ト
レ
マ
ン

I
 

I 

 ̂

 ̂

で
あ
っ
た
年
価
値
五
〇
ポ
ン
ド
以
下
.の
土
地
保
有
者
の
多
く
は
ヵ
ン
ト
リ 

.
解
散
修
道
院
の
土
地
処
分

六

九

(
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七
九)
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_ 

,

七
〇

：C
1

八
〇)

_

イ
‘
タ
ヱ
ン
卜
ル
マ
ン
、
あ
る
い
は
地
方
の
商
人
で
あ
一
っ

.た
。
.

ユ
ゥ
；イ
ン
グ
ズ
は
貴
族
及
び
角
”
マ
ン
.が
修
道
院
領
の
：購
入
に
よ
っ
：
て
影
響
さ
れ 

た
と
こ
ー
ろ
竹
、

.'
'

ま

こ
:^
に
微
々
た
る
も
の
で
：あ
っ
た
こ

-'
:

^

ぎ
^

誇

に

役

立

.つ
：の
に
必
要
で
あ
っ
た
よ
う
な
精
功
と
■

と
を
も
っ
た
人」

々
.、
す
な
：わ
ち
、
へ
各
人
で

■そ
か
才
能
が
報
い
ら
れ
f

ヶ
な
方
法
を
発 

見
し
：た
故
に
、
王
：の
愛
顧
を
必
耍
と
し
な
か
っ
た
人
々
を
興
蒙
せ
た
家
で
あ
づ
$

し
：か
し
、

」

利
益
を
得
た
の
紅
、
殆
ど
本
家
：で
：は
.
な
か
っ

i 

 ̂

§5

 ̂

A 

 ̂

0 

A 

 ̂

f

 

r 

.
ト

マ

ス.
デ 

ニ
ス 

の
よ
う
に
分
家
を
代
表
し
、
ジ
ョ
ン
ベ
，ア
ァ
ス
コ
ッ
ト
、
リ
ー
チ
ャ
ァ
ド
：：
ボ
ラ
ア
ド
，、
ク
ョ
.ン
.
•
'スラ
ン
.ニ.ン
グ
の
よ
う
に
、
'間
も
な
く
本
家
の
、
 

し
き
.い
を
ま
た
い
で
漸
し
い
家
を
構
え
る
の
.で
：
あ

る

が

、

一
兀
来
ー
一

•
三
男
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
；

『

新
人』

' 
で
あ
作」

と
述
べ
て
い
る
。.
そ 

し
て
こ
の
艰
旧
に
發
わ
れ
た
ぎ
所
霞
の
殆
ど
办
'̂

^'
'̂

餘
か
か
か
レ
ル
を
ル
い
た
か
ネ
ぬ

^-
か6

た
こ
と
を
注
意
し
な
が
ら
、

「

一
TT

五
八 

年
ま
で
の
こ
の
時
期
に
、
卜

オ
'•=
•

イ
教
授
の
い
う
と
こ
.
.みの
へ
：

『

中
規
模
所
領』

、__
_
デ

ヴ
：オ
ン
の
標
準
か
ら
す
れ
ば
極
め
て
大
き
い
も
の
で
あ
っ 

た
が
|

の
数
を
増
大
さ
せ
る
の
に
役
立
外
炫」
と
い
う
結
論
を
く
だ
す
0
で
あ
る
。、
：

::
:

こ
の
こ
と
を
、
本
稿
の

_
点

か

ら

言

い

換

え

る

な

ら

ば

;_
:

ア
ヴ
オ
ン

 

'
ゾ
ャ
で
修
道
院
領
を
得
た
の
は
入

-l
t
'

霧
.^;

！

い
い
か

.で
い
に
多
か
っ
た

. 

と
い
う
こ
と
に

.な
る
。
.ぞ
う
し
た
人
々
に
と
っ.
て
は
、

.獲
得

W来
る

.土

地

が

修

道

院

領

で

,
あ

ろ

う

と

な

か

ろ

う

と

、
，
.：
^

^

象

?'
;

^

£

ヤ
 

は
そ
れ
で
充
分
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
：し
た
が

..
っ.
て

、
：：修
道
院
領
を
購
入
し
な
が
っ
た
企
業
的
ジ
エ
ン
ト
ル
マ
ン
も
、
そ
の
，経
済
的
地
位 

を
上
昇
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
修
道
院
領
の
売
買
に
は
全
く
関
係
な
か
っ
た
が
、：：
こ
の
時
期
に

_
|マ
ソ
か
ら
ジ
i
ン
ト
ル
マ
ン
に
上
昇
し 

た
デ
イ
ン
.
ブ
ラ
ィ
ァ
8

1

1
の
フ
ァ
ァ
ス
家

f
 e)

の
こ
と
を
検
討
し
て
みS

。..'

フ
ア
ア
ス
家
の
歴
史
は
前
述
の
十
三
世
紀
に
お 

け
る
囲
し
込
み
の
時
期
に
、
森
林
の
開
拓
に
よ
り
フ
ア
ア
、、ス(Furze >

と
い
う
小
さ
な
自
由
保
有
地
を
得
た
と
き
に
始
ま
る
。
こ
の
時
切
に
フ
リ 

イ

•ホ
オ
ル
ダ
ア
に
な
っ
た
者
で
、
.士
ハ
世
紀
以
降
ス
ク
ヮ
イ
ア
に
：な
っ
た
例
は
多
数
に
の
ぼ
る
。
そ
れ
以
後
、
：
十
五
世
紀
の
終
り
に
'至
る
ま 

で
、
こ
の
小
さ
な
所
領
を
耕
作
し
続
け
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ジ

.‘
ョ

ン

.#
フ
ァ
ケ
ス
ニ
き
ぼ
句

|
?
1
4
|
.
1
_

)

の

I
至
つ

て
キ
ン
グ
、ス
こ1

ン
プ
ト
ン
の
ジ
ョ
ン
.
ア
ド
ラ
ァ(John A

i
r

 of K
i
n
g

orN
i
t
o
n
)

の
娘
で

共
同
相
続
人
で
あ
っ
た
ア
グ
ネ
ス(

A

l) 

と
の
糸
婚
に
よ
っ
て
後
の
繁
栄
の
基
礎
を
築
I
た
。
彼
は
長
男
を
法
学
院
.に
入
れ
た
。
そ
の
長
男
、
ジ
ョ
ン(C.1

4
8
0
-
1
5
4
3

は
父
の
■土
地
を 

ネ
ぎ
し
三
度
の
結
婚
と
土
^
購
入
と
役
職
に
よ
っ
て
相
続
地
に
土
地
を
加
え
、
収
入
を
増
加
さ
せ
た
。
こ
こ
に
役
職
と
い
.う
の
は
、
前
述
し 

た
修
道
院
の
莊
官
と
し
て
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
次
代
の
ジ
ョ
ゾ(

1
5
1
7
2
)

も
、
結
婚
に
よ
り
南
デ
ヴ
ォ
ン
の
デ
ィ
ン
•
カ
ラ
イ
ア
を
獲
得
し
、
.
 

そ
こ
に
移
^

^
む
こ
と
に
な
っ
た
0
.こ
の
よ
う
に
、
フ
ア
ア
ス
.家
は
結
婚
と
法
律
家
と
し
て
の
能
力
を
フ
ル
に
活
用
し
て
繁
栄
を
得
る
こ
と
が
出 

来
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
土
地
の
移
動
も
ま
た
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
彼
等
は
修
道
院
領
を
購
入
し
た
企
業
的
ジH

ン
ト
ル
マ
ン
と
、
 

そ
の
歴
史
が
性
格
に
お
V

て
変
る
と
こ
ろ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
逆
に
少
な
く
と
も
デ
ヴ
ォ
ン
シ
ャ
に
お
い
て
は
、
特
に
修
道
院
^
ヮ
処
兮
が
、

他
の
土
地
移
動
と
違
っ
た
作
用
を
及
ぼ
.し
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

.
、

-
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注
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こ
の
こ
と
は
.
'

「

西
s

叛
乱
:1
-
が
ー
.般
祈
禱
書
の
採
用
と
同
時
に
起
っ
た
こ
と
な
、ど
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。
彼
ら
は
.主
要
な
修
道
院
の
2

を
要
求
す 

る
こ
と
さ
え
し
て
ぃ
る
。
こ
の
反
時
代
的
デ
ヴ
ォ
；ン
シ
f

M
世
代
の
後
に
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
最
も
熱
‘心
な
プ
ロ
.テ
ス
タ
ン
ト
の
州
に
な
っ
た
と
い

う

(

W

I
 铉 &

 F
l
r
g
,

 op. cit.,

蚤

^

っ
西
部
の
叛
乱
卜
に
’
い
て
は
-
窆
 ̂

Hudges, 

o
p cit., 

pp. 
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購
入
代
金
は
支
払
わ
ず
、
誨
与
時
の
土
地
の
年
価
値
に
等

し

い

固

定

地

代

を

支

払

う

自

由

保

有

を

、，
う
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I

,
コ
M
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夕
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.エ
ド
ヮ
ァ
ド
六
世
の
と
き
、
四
六
〇
ポ
ン
ド
、
メ
ァ
リ
ぶ
と
.き
、
ニ
五
9

ホ
ン
ド
。
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漏

 

_

| ?
^

^

1

M
む
す
へ
て
の
I

的
付
帯
義
務
を
伴
つ
て
い

た
。(

f

参
照)

こ

の
大
権
雙
権
は
、
ど
の
：ょ
う
な

土
地
で
あ

れ

、

，
フ

ッ

セ

ル
の
土
地
が
未
成
年
の

P

 

人
に
渡
つ
た
場
合
、
そ
れ
は
国
王
の
所
有
と
な
り
、

相
続
人
の
結
婚
の
予
告
権
を
国
王
に
与
え
た
。
十
分
の
，
一
地
代

に

つ

い

て

み

る
と
.、
ラ 
'ソ
七
レ
と
彼
の
相

続
人
は
、
年
間
二
八
四
ボ
ン
ド
五
シ
リV

ク
の
永
代
固
定
地
代
負
担
.を
負
う
こ
と
に
な
っ
'た
。
ラ
ッ
セ
ル
は
こ
の
た
め
、

一
五
三
九
年
、
'ol

e
s
w
e
l
l

の
建 

物
を
.
.fe
機
^
者

J
o
h
n

 Hay<ion 

.

.
に
ニ
八
.ポ
ン
ト
で
売
*1

し
、
.も
う
一
人
の
投
機
業
者John, servlngton.

に
.

H
u
r
d
w
i
c
k
.

の
か
由
農
場
を
定
期
借
地
に 

出
し
た
り
更
に
は
現
に
あ
る
定
期
借
地
を
綿
密
に
検
討
し
て
、
法
律
的
に
欠
陥
の
あ
る
も
の
は
貸
出
手
数
料
を
と
っ
て
契
約
を
改
更
し
た
。
そ
の
際
に
、
借 

地
期
間
を
短
縮
し
て
手
数
料
収
入
の
増
加
を
は
か
っ
た
。

Finberg. 
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p
v
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i
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P
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2
7
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(

注
42)

一.
五
四
ニ
年
丨
四
七
年
の
間
の
フ
ラ
ン
ス
及
び
.ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
の
戦
に
：要
し
た
費
用
は
、
ニ
、
一
 

三
四
、七
八
四
ポ
ン
ド
と
い
う
莫
大
な
も
の
で
あ 

つ
た
。H

a
b
a
k
k
u
k
,

 op. 

c
i
r
«
•

(

注
43) 

一

五
三
六
年—

五
八
年
に
お
け
る
贈
与
額
は
全
譲
与
額
の
四
分
の
一
弱
で
あ
っ
た
。Y

o'uings 

r
T
e
i
= 

p. 

30.

、
注
44) 

Ibid.'p. 

23.

(

注
45)

大
量
の
修
道
院
領
が
土
地
市
場
に
投
入
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
初
期
に
お
い
て
、

こ
の
倍
率
が
ほ
と
ん
ど
動
か
な
か
っ
た
理
由
に

つ

い

て

は

、
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H
a
b
a
k
k
u
k
,

 op. 

c
i
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365い 

367, 

373.

(

注
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し
富
岡
氏
は
前
掲
論
文
の
中
で
、
こ
の
売
却
倍
率
の
変
遷
を
ヶ
リ
ッ
ジ
の
物
価
の
変
遷
を
示
し
た
表(E. 

K
l
d
g
e
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丨164CT, 
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H. R. 

2nd 

series, 

vol. v
r
n
o
.
1,.1953, 

.
p
.
to
s)

と
比
較
し
て
、
物
価
の
上
昇
率
の
方
が
高
か
っ
た
こ
と
を
以
っ
て「

こ
れ
は
王
室 

の
実
質
的
増
収
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
だ
け
で
は
な
く
、
更
に
、
屋
大
権
と
い
う
経
済
外
強
制
に
よ
っ
て
‘も
、
平
均
的
な
収
益
よ
り
も
高
い
収
益
を 

王
領
地
売
却
か
ら
収
奪
す
る
こ
と
が
、
も
は
や
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
重
大
な
事
実
を
示
し
て
い
る
と
み

て

よ
い
で
あ
ろ
う」

と
い
わ
れ
る(

前
掲
論
文 

九
〇
頁)

。
し
か
し
、王
領
地
の
年
価
値
の
上
昇
率
と
一
般
の
土
地
年
俪
値
の
上
昇
率
を
比
較
し
、
更
に
、
両
者
の
売
却
倍
率
を
比
較
し
な
け
れ
ば
、
た
だ
ち 

に
富
岡
氏
の
結
論
に
は
達
し
な
い
と
思
わ
れ
る
の
.で
、
.こ
こ
で
は
そ
れ
^
と
ら
な
い
。

(

注
48)

以
下
の
記
述
はYouings, Devon Monastic Land, pp. X

X
I
—X

X
I
X

に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
い
ち
い
ち
注
記
は
避
け
る
。

(

注
如)

以
下
の
記
述
は
ユ
ゥ
ィ
ン
グ
ズ
に
よ
っ
て「

明
細
書」

の
G
10
6

，
s
に
つ
け
ら
れ
た
注
に
よ
る
。
転
売
に
つ
い
て
の
記
述
は
殆
ど
総
て
、
各
譲
与「

明 

細
書」

に
つ
け
ら
れ
た
注
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
、
い
ち
い
ち
注
記
を
避
け
る
。

(

注g
)

「

修
道
院
領
が
市
場
に
出
さ
れ
た
と
き
、
地
主
は
.誰
に
自
分
を
売
込
ん
だ
ら
よ
い
か
を
知
っ
て
い
.た
ば
か
り
で
は
な
く
、
ど
の
土
地
を
求
め
る
べ
き
か 

も
知
っ
て
い
た
。
か
く
し
て
、
彼
等
は
自
分
達
に
と
っ
て
最
も
有
利
な
部
分
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。

」

I

I
 o
p 

c
i
r
«co
g

、
p

I

I

M
o
n
k
s

 a
n
d

 the Suppression of the Monasteries, 

1937, pp. 

60-64, R, H. T
a
w
n
e
y
,

 op. 

C
F p. 

300
3 
を
も
参
照
。

.

(

注
51) 

Youings, 

S
T
e
m
s
5

 p. 

31\n. 4.

(

注
52) 

Ycuings, 

D

m
 Ml

s
t
i
c

 Land, p. xxiii'

解
散
修
道
院
の
土
地
処
分 

七

三

へ
一
八
ー
ー
ー

)
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D 2、

n

E

I 

W
U
V

:

頁)

：ユ
ゥ

イI

ゆ

次

の一ょぅ

に

述

べ

て

い

る

。

「

デヴ才

ゾ
の

殆

ど

の

，

マナァ
-

^

夫

^

^
エント

リ
イ
の
勃
興」

五
〇 

多

く

の

部

分

が

富

裕

な

自

曲

保

有

^

—

そ

の

多

く

は

ジ

H

ゾ
.
ド

ル

イ
I

こょ
.

I

耕作

b
 

t
も
適

1

れるのて

あ

る

がI

の

I

I

■

聽

目

1

|

_

養

|

;

|

s

55) 

M
a
c
c
a
f
r
e
y
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
p
.
l
s
3
~
5
.

.(

注 g
)

 

Ibid., p. 
185. 

.:
 

V

 

: 

•
 

…

. 

.

，

.

(

注
§7Y

o

s.ngs, Devon Monastic Land, p. x
x
v

署

一

か

ら

i

f

ト
リ
イ
♦
ジ
ヱ
I

マ
ン

(『

土

地

制

度

史

学

』

第

十
| "
‘ 

• i

九

^
.
七
一

)

四
^J

—

一
 

六

四

〇

年

に

ぉ

け

る

イ
ギ
リ
ス
の

土

地

馨

—

新

興

土

地

所

有

者

階
級」

:

■
四

. 

.

I
院

Q

i

、
l

f

 

?
イ

A

l

i

l

l
る
た
め
の
、
'層

s

®

f
 

I

I
わ
れ

.こ。

力

近
代
国
家

と
し

I
一
.面を
も
つ
絶
対

塞

国
家

S

I
慶
の
拡
大
と
と
も
に
、
修
道
院
は
か
な
ら
ず
し
も
所
期
の
葛
を
達
成 

す
る
た
め
だ
け
に
は
用
い
ら
れ
ず
、
た
だ
現
金
調
達

I
的
と
し
て
次
々

I
分

さ

き

、
で」

。
 

逢
万

三

u

tは
“

證̂
領
が
解
散
没
収
さ
れ
、
王
室
増
加
収
入
庁
を
通
し
て

I

I
に
、
.こ
れ
を
受
取
っ
た
者
は
誰
で
ぁ
っ
た
か
。
 

f
に
？

て

,
し
た
限
り
で
は
、
土
地
処
分

S
期
に
お
い

.て
は
、
'貴
族

.

Iに
対

す

る

譲

与

が

多

く

，

，
一

 
五
三
九
年
を
過
ぎ
る
と
、
r

わ
ゆ
る
ジH

ン
ト
リ
ィ
に
対
す
る
讓
与
が
多
く
な
っ

た

こ

と

が
目
に
つ
く
。
こ
の
初
期
の
譲
与
は
、
へ

ン
リ
ィ
八
世
、
ク
ロ
：ム
ゥ
エ
ル
の
意
図
し 

た
チ
ュ
'ゥ

ダ

ァ
朝
に
対
す
る
奉
仕
を
条
件
と
し
た
も
の
' で
あ
っ
た
。
こ
れ
は「

土
地
利
用
の
支
配
カ
を
基
礎
と
す
る
土
地
^

« 1」

と
い
っ
て
よ
い 

で
あ
ろ
う
。.
そ
し
て
、
い
わ
ば
上
か
ら
差
出
さ
れ
た
手
に
、
下
か
ら
応
C
た
よ
う
な
形
.の
.譲
与
で
.あ
っ
た
。

.

.一
五
三
九
年
以
降
の
被
譲
与
者
に
つ 

い
て
は

、

ユ

ゥ

イ

ン

グ

ズ
の
指
摘
す
る
と
こ

ろ
を
既
に
引
用
し
て
お
い
た
が
、
こ

こ

で

も

う

一

度
繰
返
す
な
ら
ば
、旧
家
の
ジ
エ
ン
ト
リ
ィ
の
一
一
•

三
男
と
い
う
意
味
で
の「

新
人」

(new m
a
n
)

が
そ
の
主
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。.
ホ
.ス
キ
ン
ス
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、

「

企

業
的

ジ

エ

ン

ト

■
 

■ 

.

.

.

ル
マ
ン」

(enterprising gentleman)

と
い
っ
て
よ
い
。
彼
等
は
修
道
院
領
を
土
地
に
対
す
る
投
資
を
目
的
と
し
て
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
.い
わ
ば
下
か
ら
差
出
さ
れ
た
打
算
的
な
手
に
、
や
む
を
得
ず
応
：€
た
形
..の.譲

与

，
で

あ

：
っ

.た
。
.

.

.

,

.

.

.

.

 

.

-
.
.
.
-
-
.
. 

■ 

•

 
-

 

.

 

•

 

•

 

•

 

•

.

 

•

■

-

 

.

.

.

.

. 

' 

.

と
.こ
ろ
で
、
こ
の「

企
業
的
ジ
エ
ン
ト
ル
マ
ンJ.

と
呼
ば
れ
る
者
は
何
者
で
あ
ろ
5
か
。
い
わ
ゆ
る
ジ
エ
ン
ト
ル
.マ
ン
.層
に
は
、
農
民
層
の 

自
生
的
ブ
ル
ジ
；
ョ
ヮ
的
発
展
を
上
か
ら
摘
み

3

づ

や
が
て
産
業
資
本
家
I

っ
て
い
く
も
f

、
封
建
1

1

 

こ 

こ
で
い
う
.「

企
業
的
ジ
ヱ
ン
ト
ル：

マ
.ン」

.
は
基
本
的
に
は
前
者
に
：属
す
る
も
の
：と
考
え

.る
。
彼
ら
0:
,
.-
|産
業
資
本
家」

.
と
し
て
の
姿
は
不
安
定
で' 

あ
り
、
い
ま
だ
萌
芽
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
が
"
濃
民
層
.の
.||
-
生
_

^
ル
ジ
ョ
'ヮ
晰
発
展
.：の
進
取
性
を
洞
察
_す
る
だ
け
0
目
を
も
つ
も
.の
で
あ
っ

た
。
修
道
院
領
の
処
分
は
彼
等
企
業
的
ジ
エ
ン
ネ
リ
ィ
に
経
済
的
基
盤
を
与
ー
錢
0'
,
..
:

\ 

■ 

.

.

.

.
■:
.
 

■ 

■ 

. 

.

;
. -
•.■
'
-.'
■'
.

'
 

.

.

.

.

. 

.

.

.

.
:.
r 

.

.

. 

- 

,■■
.

さ
ら
に
.

H

ク
ゼ
タ
ァ
の
例
で
み
：ら
れ
た
よ
う
に
-'
'
一
 

般
市
民
=
直
接
生
產
者
：に
ま
，で
没
収
修
道
院
領
の
譲
与
が
及
ぶ
場
合
も
あ
っ
：た
。
'

し
か
も
、
 

彼
等
は
全
体
と
し
て
封
建
動
！
カ̂
1

一
掃
す
^
た
め
に
腺
っ
た
の
で
知
る
..。

--
:
の
よ
う
な
例
.は
攸
に
も
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
ヾ

し
か
し
，

-

こ
う
し 

た
例
を
問
題
に
ず
る
に
は
余
り
に
例
.数
が
少
な
過
ぎ
る
。「

我
々
の
目
的
に
と
っ
て
は
、
.
重
要
な
の
は
か
い
か
例
外
で
秘
机」

と
も
い
え
よ
う
。
 

修
道
院
解
散
が
.実
施
さ
れ
た
時
期
の
.よ
う
^
過
*:
期
に
お
い〈

て
、
新
し
<

生
れ
て
<,
:
石
動
ぎ
は
，む

，-3

ろ
例
外
と
し
て
現
象
す
る
：で
あ
ろ
う
か

. 

• 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

. 

. 

V 

.

.

. 

.

.

.

.

. 

.

.

.

.

.

.

. 

.

.

.

.

ら
。
現
在
使
用
可
能
な
史
料
か
ら
直
接
生
産
者
へ
へ
の
没
収
修
道
院
領
の
譲
渡
に

 

'つ
い
て
こ
れ
以
上
論
ず
る
め
は
無
^t

で
あ
ろ
う
が
.、
：
間
題
は
ま
さ

に
直
接
生
産
者
へ
の
土
地
譲
渡
に

■あ
る
の
セ
：締
机
0
.
V
:

. 

. 

- 

' 

.

«

解
散
修
道
院
の
土
地
処
分 

七
.五

(
一

八
五)

.



七

六

(
一、

八
六)

(
注
63
> 

.椎
名
重
明「

農
寒
に
.お
け
る
産
業
資
本
の
形
或
く

'

q

イ
ギ
リ
ス
ひ
S

こ
つ
、u

 

1

コ 

n)

；
'ニ
ニ
.八
I
九
頁
参
照
。

：
，
x
. 

イ
キ
ス
の
場
合
に
つ
V

て

ー

」
(

大
塚•

高
橋
•
松
田
韻
著『

西
洋
経
済
史
講
座』

。

(

浦

'

ム

找

1

てへイング

-

I

ベ
て
.、
る
。
W

 

一：
 

^
 

カ
ン

(

傍
点
筆
者

)

'

:
.ジ

—

'
-

—

f

翼

マ

友

る

」

と

迸

へ

て

レ

る

{
K
n
l
s'o
p
. 

a
t
.
, 

p.. 

399) 

(

注 
s
 

c
,
m
,

 p
u
r
i
l

旨 a
n
d Revolution, 

1958, p

 

40

■

漏

^

^

_

_

l

l

I

まず大土地保有者に、赠与また

p

 

“

 

>と
い
ぅ
の
は
、
こ
の
土
地
は

m

l

.た
ら
さ
れ
た
.

V
「

ヘ
ン
リ
イ
八
世
は
主
室
の
利
益
I

f
た

I

む
H

V M
J

成
i

f

し
、
そ
れ
に
ょ
っ
て
、
間
接
的
に
で

f

が
、“

.：f
v,
:

s

l :
>l i
M

た
て
のI I
g

g £
°-
o

os i 

T
h
e

 English T
e
g
a
n

 

I

 E
l
i
l
h

 

I
 the E

a
r

l
n

,

 

pp. 

7
0
-
7
1
.
)
(

旁
点
筆
者) 

.

I

I

•

'

::
.
:.
:

.

•

,

/
'.
■:
...

..

.

.

.

.

:

 

-

•

:
<本
稿
林
高
村
^
平
教
授
の
指
導
の
下
.に
作
製
さ
れ
た
修
士
論
文
の
一
部
で

b
る

。

ノ

学 !

展

資

本

主

義

精

神

論

——

サ
ムH

ル
ス
ン「

宗
教
と
経
済
活
動」 

を
中
心
に
し
て

-
1

中

村

勝

己

一
九
六
四
年
は
マ
ッ
ク
ス
•
ヴ
ヱ
ー
バ
ー
生
誕一

〇
〇
年
に
あ
た
り
、
そ
れ 

を
記
念
し
て
、
わ
が
国
.で
も
、
六
三
年
春
に
は
慶
應
義
塾
大
学
で
経
済
学
史
学 

会
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ゥ
ム
が
開
催
さ
れ
、
同
年
秋
に
は『

思
想』

、
翌
六
四
年 

夏
に
は『

理
想』

が
そ
れ
ぞ
れ
マ
ッ
ク
ス
.
ヴ
f

バ

ー

牿

輯

号

を出
し
た 

し
、
■
六

四

年

十

二

月

，，
に

は

東

京

大

学

で

「

.マ
ッ
ク
ス
•
ヴH

丨
バ
ー
生
誕
百
年 

記
念
シ
ン
ポ
ジ
.ゥ
ム」

が
開
催
さ
れ
た
。
六
五
年
に
は
大
塚
久
雄
、
安
藤
英 

治
、
:'
住

谷

，■一
.

彦
，
内
田
芳
明
著
.

「

マ
ッ
ク
ス
•
ヴ
エ
ー
バ
ー
研
究」

(

岩
波
書
店 

刊)

、
安
藤
英
治「

マ
ッ
ク
ス
‘
ゥ
：干—

バ
ー
研
究」

(

未
来
社
刊)

お
ょ
び
犬 

塚
久
雄
編「

マ
ッ
ク
ス
V

ヴ
エ
ー
バ
ー
研
究
-―

生
誕
百
年
シ
ン
.ポ
ジ
ゥ
ム 

I

」
(

宽
大
出
版
会
刊)

,が
相
次
い
で
出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
に
ょ
つ 

，て
.わ
が
国
の
ヴ
ヱ
ー
バ
ー
研
究
の
水
準
は
飛
躍
的
に
高
め
ら
れ
た
。
*

来
の
わ 

.学

.界

，展
.
望 

.

が
国
办
ヴ
'̂'
:

I
バ
ー
研
究
が
科
.学
方
法
論
.を
、
し
か
も『

客
観
性』

を
中
心
に

.
し
て
、
と
り
あ
げ
て
来
た
の
に
対
し
.て
、
近
年
は
ヴ
ヱ
.丨
バ
ー
の
全
業
績
の
中

に
、
方
法
論
の
適
用
形
態
を
、
否
、
方
法
自
体
を
見
て
行
で
う
と
す
る
傾
向
が

あ
ら
わ
れ
て
き
た
。
社
会
経
済
史
系
列
の
著
作
は
、
わ
が
国
で
も
比
較
的
早
く 

(

1) 

(
2) 

(

2)

紹
介•

利
用
さ
れ
て
い
た
が
、.
近
年
は「

支
配
の
社
会
学」
と「
宗
教
社
会
学」 

の
邦
訳
の
進
行
と
そ
の
研
究
が
現
わ
れ
て
来
て
' 
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
個
々
.の
著
作 

を
断
片
的
•
孤
立
的
に
利
用
す
る
の
で
は
な
く
、「

ヴ
ェ
ー
パ
！
的
課
題」

k 

全
体
と
し
て
受
け
と
め
よ
う
と
す
る
方
向
に
進
み
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ 

る
。
...

.

注(

1)
「

中

世

商

事

会

社

史

」
「

古

代

文

化

没

落

の

社

会

的

原

因

」
「

都

市」
「

古

代 

■

の
農
業
事
情」

-I
農
業
制
度
と
資
本
主
義J

な
ど
。
：

(

2)

世
良
晃
志
郎
訳「

支
配
の
社
会
学」

I 

.
n、
創
元
社
刊
。

ス
3

}
大
塚
久
雄
.
生
松
敬
三
訳「

世
界
宗
教
の
経
済
倫
理一

序̂
論——

」

⑴ 

⑵
⑶(

み
す
ず
書
房
,「

み
す
ずj

第
64
、
65

、
66

号)

、
、細
谷
徳
三
郎
訳「

儒
教 

.

と
道
教」

を
は
じ
め
と
し
て
、
杉
浦
宏
訳
•
中
村
元
補
注「

世
界
宗
教
の
経
済 

•倫
理」

n
、「

ヒ
ン
ズ
ー
教
と
仏
教」

(

1)
(

み
す
ず
書
房
刊
、

内
田
芳
明
訳 

:「

古

代

ユ

ダ

ャ

教

」

，
⑴

⑵(

み
す
ず
書
房
刊)

な
ど
。

'

ニ
，：:‘

「

近
代
ョ
ー
ロ
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